
事務総局会議（第26回）議事録

日時 令和元年10月1日 （火）午前10時OO分 ～ 午前11時14分

場所 総局会議室

出席
圭
個

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

議事 1 令和元年度高等裁判所首席書記官事務打合せの開催について

村田総務局長説明（資料第1）

2令和元年度刑事事件担当裁判官協議会の開催について

安東刑事局長説明（資料第2）

結果 ◎了承 1 ， 2

、

秘書 課長 大須賀 寛 ●



【事務総局会議配布資料】
事務総局会議資料琴1
( i0月 I 臼開催）

(令和元. 10. 1総三印）

高等裁判所首席書記官事務打合せの開催について

最高裁判所

令和元年11月7日 （木）

最高裁判所

(1) 書記官事務の整理と適正事務の確保について

(2) IT化後の書記官事務について

各高等裁判所の民事首席書記官及び刑事首席書記官

主催

期日

場所

協議事項

１
２
３
４

出席者5

合計16人



事務総局会議資料芽2
( IO月｜ 日開催）

(令和元. 10. 1刑二印）

刑事事件担当裁判官協議会の開催について

期 日令和2年1月又は2月中の1日

開催形態次の各高等裁判所ブロックによる連合開催

①東京･札幌②大阪・高松，③名古屋・仙台，④福岡・広島

開催場所①東京,②大阪，③名古屋，④福岡の各高等裁判所

協議事項（1）裁判員裁判の運用上の課題

（2） その他刑事事件の処理に関し考慮すべき事項

協議員各高等裁判所本庁，各地方裁判所本庁及び裁判員裁判に関する事務を

取り扱う各地方裁判所支部の刑事事件担当の裁判官（できる限り裁判長

とする。 ） 1人

なお， これらの協議員のほか，高等裁判所並びに複数の刑事部がある

地方裁判所本庁及び裁判員裁判に関する事務を取り扱う地方裁判所支部

については，各高等裁判所管内の実情に応じて裁判官を追加して選定し

１
２

３
４

5

て差し支えない。



ー

事務総局会議（第27回）議事録

日時 令和元年10月8日 （火）午前10時00分 ～ 午前10時58分

場所 総局会議室

出席

者

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

議事 1 高等裁判所事務局総務課長等事務打合せの開催について

村田総務局長説明（資料第1）

2人事担当課長等協議会の開催について

堀田人事局長説明（資料第2）

3令和元年秋の叙勲受章者の内定について

堀田人事局長説明（資料第3）

4民事執行規則等の一部を改正する規貝1について

門田民事局長説明（資料第4）
ー

b 船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則の一部を改正する規則に
ついて

門田民事局長説明（資料第5）

結果
◎裁判官会議付議3， 4， 5

◎了承 1 フ 2

秘書課長 大須賀 寛



事務総局会議資料茅1
（ （0月西日開催）

事務総局会議配布資料

(令和元. 10. 8総一印）

高等裁判所事務局総務課長等事務打合せの開催について

最高裁判所

令和元年11月14日 （木）

最高裁判所

(1) 文書事務について

(2) 自然災害への対応について

（3） 広報活動の充実・強化について

(4) 総務事務の実情と課題について

ア裁判部門との連携について（過誤対応）

イ 当事者からの苦情対応について

ウ総務事務の合理化について

(5) その他総務事務全般の連絡協議

各高等裁判所事務局の総務課長及び文書企画官

主催

期日

場所

協議事項

１
２
３
４

出席者5

合計 16人

寺

〆



隼具事務総局会議資料
（ （o月言日開催）

人事担当課長等協議会の開催について

1 主催

各高等裁判所

2 期日

令和元年11月1日 （金）から令和元年12月27日 （金）までの間の1日を

選定する。

3場所

各高等裁判所

4協議事項

人事事務全般に関する諸問題

5 協議員

（1） 各高等裁判所の人事課長並びに各地方裁判所及び各家庭裁判所の総務課長（

人事課の置かれている庁については人事課長。人事課の置かれていない庁で，

地方裁判所及び家庭裁判所のいずれか一方の総務課長を人事担当課長とする庁

については，各高等裁判所の判断により同課長のみを協議員とすることも可と

する。 ）

(2) 以下の者のうち，協議事項ご‘とに高等裁判所が参加を相当と認めるもの

各高等裁判所の総括企画官，人事課企画官，人事課課長補佐及び人事課専門

官



事務総局会議資料輔3
（ （0月8日開催）

令和元年秋の勲章受章者名簿(内定）

勲等 ’|氏名’ I主要経歴
■賂

Ｉ

1



令和元年秋の勲章受章者名簿(内定）

i氏名’ ’勲等 主要経歴

I

q

2



令和元年秋の勲章受章者名簿(内定）

|氏 ’齢
羊要経歴 名

１
１

〃

3



令和元年秋の勲章受章者名簿(内定）

’I’
｜

’ 氏名主要経歴勲等

~－－■路 －＝

4



令和元年秋の勲章受章者名簿(内定）

|氏名 ’’勲等 主要経歴

邸

5



令和元年秋の勲章受章者名簿(内定）

’|氏名|勲等 ’主要経歴

総計■名

L

6



事務総局会議資料漂芋
（ （0局きぐ日開催）

(令和元年． 10． 8民三印）

配布資料目録

民事執行規則等の

同制定理由

同新I周対照条文

一部を部を改正する規則（改め文）１
２

3

▽
■
虹
包



／

配布資料2

由
で
あ
る
。

の
施
行
に
伴
い
、
民
事
執
行
等
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理

民
事
執
行
法
及
び
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

理
由

：

１
１

39



配布資料3

第
一
条
関
係
ｌ
民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

目
次第

一
章
～
第
三
章
（
略
）

’
第
四
章
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査

I’
第
一
節
財
産
開
示
手
続
（
第
百
八
十
二
条
’
第
百
八

第
二
節
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
（
第
百
八
十

民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

十
六
条
）

七
条
’
第
百
九
十
三
条
）

新

目
次第

一
章
～
第
三
章
（
同
上
）

第
四
章
財
産
開
示
手
続
（
第
百
八
十
二
条
’
第
百
八
十

六
条
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

40
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附
則（

民
事
執
行
の
申
立
て
の
方
式
）

第
一
条
強
制
執
行
、
担
保
権
の
実
行
及
び
民
法
（
明
治
二

十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

律
第
四
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
換
価
の

た
め
の
競
売
並
び
に
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査
（
以
下

『
民
事
執
行
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
は
、
書
面
で
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
催
告
及
び
通
知
）

第
三
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
事
訴
訟
規
則
第
四
条

第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
催
告
に
つ
い
て
は
準
用
せ
ず
、
同
規
則
第
四
条
第
五

第
一
条
強
制
執
行
、
担
保
権
の
実
行
及
び
民
法
（
明
治
二

第
三
条
（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
事
訴
訟
規
則
第
四
条

事
執
行
」
と
い
う
．
）
の
申
立
て
は
、
書
面
で
し
な
け
れ

多

ば
な
ら
な
い
。

口

第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

律
第
四
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
換
価
の

十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

附
則

た
め
の
競
売
並
び
に
債
務
者
の
財
産
の
開
示
（
以
下
一
‐
民

よ
る
催
告
に
つ
い
て
は
準
用
せ
ず
、
同
規
則
第
四
条
第
五

（
民
事
執
行
の
申
立
て
の
方
式
）

（
催
告
及
び
通
知
）

＆

＃

す

ゲ
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第
十
三
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

一
執
行
官
が
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
法
第
六
十
四
条

の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
法
第
七

十
七
条
第
一
項
、
法
第
百
十
四
条
第
一
項
、
法
第
百
十

五
条
第
一
項
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
、
法
第
百
七

項
の
規
定
は
、
第
五
十
六
条
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
第

三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
準
用

し
な
い
。

十
一
条
第
一
項
、
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若

第
十
三
条
（
同
上
）

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

２
．
３
（
同
上
）

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
準
用

し
な
い
。

項
の
規
定
は
、
第
五
十
六
条
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
第

三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る

つ
い
て
準
用
す
る
。

一
執
行
官
が
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
法
第
六
十
四
条

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
又

十
七
条
第
一
項
、
法
第
百
十
四
条
第
一
項
、
法
第
百
十

五
条
第
一
項
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
、
法
第
百
七

の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
法
第
七

‐3‐ 42



し
く
は
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
、

第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
七
十
四
条
第
二
項

（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
執
行
し
た
場
合

二
（
略
）

（
強
制
執
行
の
申
立
書
の
記
載
事
項
及
び
添
付
書
類
）

第
二
十
一
条
強
制
執
行
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
各
号
、
法
第
百
七
十
二
条

一
～
四
（
略
）

第
一
項
又
は
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
強
制
執
行
を
求
め
る
と
き
は
、
求
め

第
二
十
一
条
強
制
執
行
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本
を
添
付

五
民
法
第
四
百
十
四
条
第
二
項
本
文
又
は
第
三
項
に
規

二
（
同
上
）

一
～
四
（
同
上
）

（
強
制
執
行
の
申
立
書
の
記
載
事
項
及
び
添
付
書
類
）

定
す
る
請
求
に
係
る
強
制
執
行
を
求
め
る
と
き
は
、
求

め
る
裁
判

七
十
四
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例

は
第
八
十
一
条
、
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百

し
た
場
合

に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
執
行

43
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第
二
十
二
条
の
三
民
事
訴
訟
規
則
第
二
十
四
条
、
第
二
十

第
四
項
（
法
第
百
九
十
四
条
、
法
第
二
百
三
条
及
び
法
第

五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
法
第
四
十
二
条

法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
、
法
第
二
百
三
条
及
び
法
第
二
百
十
一
条
に
お
い
て
準

よ
る
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
二
十

の
準
用
）

八
条
の
規
定
は
法
第
四
十
二
条
第
九
項
（
法
第
百
九
十
四

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
立
て
及
び
同
項
の
規
定
に

二
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

（
執
行
費
用
等
の
額
を
定
め
る
手
続
へ
の
民
事
訴
訟
規
則

る
裁
判

第
二
十
二
条
の
三
民
事
訴
訟
規
則
第
二
十
四
条
、
第
二
十

１条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用

す
る
民
事
訴
訟
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
に
つ
い

。
）
の
申
立
て
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
書
記
官

第
四
項
（
法
第
百
九
十
四
条
及
び
法
第
二
百
三
条
に
お
い

ｑ

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
法
第
四
十
二
条

て
準
用
す
る
。

四
十
二
条
第
九
項
（
法
第
百
九
十
四
条
及
び
法
第
二
百
三

の
処
分
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
法
第

の
準
用
）

（
執
行
費
用
等
の
額
を
定
め
る
手
続
へ
の
民
事
訴
訟
規
則

〃
§
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第
三
十
一
条
の
二

’ に
よ
る
買
受
け
の
申
出
）

脹
肇
不
一
宮
弓
の
中

一
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
差
押
債
権
者
（
そ
の

ｌ
１
１
４
１
１
４
１
１
１
１
４
ｌ
１
ｌ
１
４
１
１
ｌ
１
１
１
４
１
１
１
４
１
１
１
４
１
１
１
１
１
１
イ
差
押
債
権
者
の
氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
．
）
又

ﾛI 代
理
人
、
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
代
表
者
）
が
記
名
押
印
し
た
陳
述
書

は
名
称
及
び
住
所

月
日
及
び
性
別

差
押
債
権
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
生
年

り
る
見
込
み
の
な
い
場
合
等
の
差
拝
債
権
者

差
押
債
権
者
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二

己
電
０
割
〕
芦
戸
一
餡
，
、
日

揚
腎
部
ノ
マ
◎
室
壹
騒

（
新
設
）

Ｋ
ｏ
ｔ

45－6－



ﾊI二’
●
ｇ
■
の
凸
●
む
せ
■
■
■
●
‐
ｑ
４
１
ｑ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
‘
‐
‐

ホ
自
己
の
計
算
に
お
い
て
差
押
債
権
者
に
買
受
け
の

Iへ
差
押
債
権
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ I

日
及
び
性
別

申
出
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て

住
所
並
び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す

１
１
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
１
１
１

、
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び

。
）
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

鰯
｝
欧
字

Ｅ
筐
亟
計
琶

の
者
が
僧

り
る
者
が
あ
る
壕
△
ロ
て
方

閏
ヲ
壱

拝
刈
圭
貝
宰
准
茎
目
》
峰
工
員
垂
又
巳
リ
グ

②
印
臥
心
恒
（
鋸

駆
緬
恢
邑

〈

』

46
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二I三！
性
別
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書

の
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
そ

の
他
の
そ
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別
を
証

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
４
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
４
４
０
１
１
４
４
１
１

差
押
債
権
者
に
買
受
け
の
申
出
を
さ
せ
よ
う
と
す
る

‐
■
Ｉ
１
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
４
４
１
４
４
４
ｌ
４
１
４
１
１
４
ｌ
ｌ
ｌ
４
４
４
１
１
１
１
１
１
１
１
１

差
押
債
権
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
住
民
票

目
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
．

α
釈
恢
国
産

弓
に
現
｛
正
す
る
暴
力
萱
邑

の
帥
』
の
そ
の
氏
鎮

乢
弧
恢
晨

菜
一
寸
一
三

り
る
者
が
主
琶
塲
△
口
定
方

妬
ｚ
や
胆
坂
△
ロ
沖
に
↑
ダ

目
『
匡
範
計
震

一
一

α
二
壁

写

。

α

毛

ら

色

・

巳

47‐8‐



21
二’ ’ 該

各
号
に
定
め
る
文
書
の
写
し
を
執
行
裁
判
所
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
↓

一
差
押
債
権
者
が
第
五
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
文
書

出
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
十
一
条
の
七
第
三
項

あ
る
場
合
そ
の
者
が
当
該
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て

に
規
定
す
る
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
っ
て

差
押
債
権
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当

す
る
に
足
り
る
文
書

い
る
者
で
あ
る
場
合
そ
の
者
が
当
該
指
定
許
認
可
等

い
る
こ
と
を
証
す
る
文
書

る
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
で

自
己
の
計
算
に
お
い
て
差
押
債
権
者
に
買
受
け
の
申

１
１

48－9－



71 61

（
入
札
期
日
の
指
定
等
）

第
三
十
五
条
（
略
）

２
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
売
却
決
定
期
日
を
指
定
す
る
と
き
は
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
入
札
期
日
か
ら
三
週
間
以

内
の
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
期
日
入
札
に
お
け
る
入
札
）

第
三
十
八
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

（
削
る
）第

三
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
期
日
入
札
に
お
け
る
入

へ

略
…

71 61 第
三
十
五
条
（
同
上
）

第
三
十
八
条
（
同
上
）

２
～
５
（
同
上
）

２
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

（
新
設
）

内
の
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
売
却
決
定
期
日
を
指
定
す
る
と
き
は
、
や
む
を
得
な

る
に
足
り
る
文
書
を
執
行
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｉ

い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
入
札
期
日
か
ら
一
週
間
以

（
期
日
入
札
に
お
け
る
入
札
）

（
入
札
期
日
の
指
定
等
）

入
札
人
は
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
そ
の
住
所
を
証
す

（
同
上
）

ｆ
ｆ
ｏ
Ｌ
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』
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
期
間
及
び
開
札
期
日
の
指
定
等
）

第
四
十
六
条
（
略
）

２
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
売
却
決
定
期
日
を
指
定
す
る
と
き
は
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
開
札
期
日
か
ら
三
週
間
以

内
の
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
，
｜
と
あ
る
の
は
「
執
行
官
」
と
、
同
条
第
一
項
中

札
に
つ
い
て
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

（
競
り
売
り
）

「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
申
出
を
す
る
と
き
は

「
差
押
債
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
入
札
人
」
と
、
「
執
行

次
に
掲
げ
る
書
類
』
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
書
類

第
四
十
六
条
（
同
上
）

２
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

内
の
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
売
却
決
定
期
日
を
指
定
す
る
と
き
は
、
や
む
を
得
な

ｌ

い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
開
札
期
日
か
ら
一
週
間
以

（
競
り
売
り
）

（
入
札
期
間
及
び
開
札
期
日
の
指
定
等
）

59
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第
五
十
条
（
略
）

●

２
．
３
（
略
）

４
第
三
十
一
条
の
二
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
まＩ

競
り
売
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
十
一
条
の
二
中
『
差
押
債
権
者
」
と
あ
り
、
並
び
に

条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
、

第
四
十
四
条
第
一
項
（
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を

除
く
．
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、

」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号

十
一
条
の
二
中
「
執
行
裁
判
所
・
一
と
あ
る
の
は
一
‐
執
行
官

第
三
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
入
札
人
』
と
あ
る

ｌ

で
、
第
三
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
，
第
三
十
九

の
は
孟
貝
受
け
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
一
と
、
第
三

ゲ

第
五
十
条
（
同
上
）

４
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
第

２
．
３
（
同
上
）

替
え
る
も
の
と
す
る
。

中
「
開
札
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
執
行
官
は
、
最
高
価
買

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
第
三
項

項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
競
り
売
り
に
つ
い
て

を
告
げ
、
か
つ
」
と
あ
る
の
は
、
『
執
行
官
は
」
と
読
み

受
申
出
人
を
定
め
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
入
札
価
額

Ｉ

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第

四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項

（
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二

ワ
ロ
■
年
▽
ぜ
■
。
。
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91
入
札
」
と
あ
る
の
は
「
買
受
け
の
申
出
」
と
、
第
四
十
一

条
第
三
項
中
「
開
札
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
執
行
官
は
、

最
高
価
買
受
申
出
人
を
定
め
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

入
札
価
額
を
告
げ
、
か
つ
」
と
あ
る
の
は
、
「
執
行
官
は

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
又
は
競
り
売
り
以
外
の
方
法
に
よ
る
売
却
）

第
五
十
一
条
（
略
）

２
～
８
（
略
）

は
「
次
に
掲
げ
る
書
類
』
と
、
第
三
十
八
条
第
五
項
中
「

却
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の

に
よ
る
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
に
基
づ
い
て
不
動
産
の
売

第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
は
執
行
官
が
第
一
項
の
規
定

損
脅
汗
ノ
つ
包
室
雪
廷

ｑ
》
〆
喧
〆
リ

91 第
五
十
一
条
（
同
上
）

２
～
８
（
同
上
）

（
入
札
又
は
競
り
売
り
以
外
の
方
法
に
よ
る
売
却
）

い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
六
項
の
調
書
に
つ

52
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第
五
十
一
条
の
四
（
略
）

裂
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
第
一
項
の
書
面
に

２
．
３
（
略
）

執
行
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
『
執
行
官
」
と
、
同
条
第
一

規
定
は
第
六
項
の
調
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

書
類
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る

項
中
「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
申
出
を
す
る
と

に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
の
二
中
『
差
押
債
権
者
」
と
あ

分
等
の
申
立
て
の
方
式
等
）

る
の
は
愚
貝
受
け
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
『

つ
い
て
、
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
は
法
第
六
十
八
条
の

（
買
受
け
の
申
出
を
し
た
差
押
債
権
者
の
た
め
の
保
全
処

第
五
十
一
条
の
四
（
同
上
）

４
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
第
一
項
の
書
面
に

２
．
３
（
同
上
）

分
等
の
申
立
て
の
方
式
等
）

つ
い
て
、
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
は
法
第
六
十
八
条
の

（
買
受
け
の
申
出
を
し
た
差
押
債
権
者
の
た
め
の
保
全
処

Ｉ
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第
五
十
一
条
の
七
法
第
六
十
八
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

項
の
申
出
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
の
規
定
は
法
第
六
十

八
条
の
二
第
二
項
の
保
証
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

、
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
は
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二

押
債
権
者
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る

売
又
は
競
売
の
申
立
て
を
し
。
た
差
押
債
権
者
を
除
く
。
以

第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
は
、
法
第
六
十
八
条
の
二

二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
示
保
全
処
分
の
執
行
に
つ
い
て

認
め
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
）

の
は
、
「
差
押
債
権
者
（
配
当
要
求
の
終
期
後
に
強
制
競

（
最
高
価
買
受
申
出
人
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
と

妃
二
蕊
不
一
罹
張
的

（
新
設
）

、
第
三
十
二
条
の
規
定
は
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の

保
証
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
示
保
全
処
分
の
執
行
に
つ
い
て

54
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2131

Ｉ
す
る
。

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
最
高
価

者
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

出
入
が
、
指
定
許
認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
っ
て
い
る

許
認
可
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ

認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
と

買
受
申
出
人
に
買
受
け
の
申
出
を
さ
せ
た
者
が
、
指
定
許

号
に
規
定
す
る
許
認
可
等
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該

政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
に
該

前
二
項
の
「
指
定
許
認
可
等
」
と
は
、
許
認
可
等
（
行

胡

の
、
罵
弟
二
露

の
る
場
合
ば
、
最
高
価
買
受
南

塞
冨
示
し
白
雫
牢
古
一
屋

ｆ
ｊ
ｙ
Ｌ
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“
前
閻
矧
剛
叫
凋
詞
矧
酬
剴
剃
州
凋
叫
引
召
叶
吟
１
需
暮
回
裁
判
所
匡
寧
官
は

（
不
動
産
執
行
の
規
定
の
準
用
等
）

第
八
十
三
条
前
款
第
一
目
（
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
四

条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び

｡’
１

４

ｄ

ｄ

０

４

ｊ

ｑ

可

ｄ

ｑ

Ｉ

１

１

１

１

４

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

‐

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

４

１

１

１

１

１

１

４

１

１

１

１

１

１

１

１

ｌ

１

１

０

ｌ

４

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

ｌ

１

４

１

１

１

ｌ

４

４

当

し

な

い

こ

と

が

法

令

（

同

条

第

一

号

に

規

定

す

る

法

令

を
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
許
認
可
等
の
要
件
と
さ
れ
て

、
こ
れ
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
五
号
並
び
に
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
（
第
三
十
八

い
る
も
の
の
う
ち
最
高
裁
判
所
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う

第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
第
七
項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
・
）
、
第
五
十
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
九
項
及
び

§
１

第
八
十
三
条
前
款
第
一
目
（
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
四

び
第
二
項
（
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い

条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び

第
五
号
並
び
に
第
二
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
七
号
及

に
第
五
十
一
条
の
三
を
除
く
。
）
の
規
定
は
船
舶
執
行
に ’

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
二
並
び

（
不
動
産
執
行
の
規
定
の
準
用
等
）

q

ｆ
Ｋ
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31
並
び
に
第
五
十
一
条
の
七
を
除
く
。
）
の
規
定
は
船
舶
執

行
に
つ
い
て
、
第
五
十
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
有
価
証
券
の
換
価
に
つ
い
て
、
第
六
十
五
条
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
六
条
の
規
定
は
船
舶
執
行

の
保
管
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
（
略
）

Ｉ
む
・
）
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
（
第

合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
二
、
第
五
十
一
条
の
三

四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

入
札
に
お
け
る
入
札
人
及
び
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
競
り
売
り
に
お
い
て
買
受
け

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

卜
‐
Ｕ
“
Ｇ
Ｂ

２
（
同
上
）

（
新
設
）

び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
六
条
の
規
定
は
船
舶
執
行
の
保

管
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
有
価
証
券
の
換
価
に
つ
い
て
、
第
六
十
五
条
第
二
項
及

つ
い
て
、
第
五
十
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
第
五
項

Ｆ
Ｄ
＆
Ｆ
呂
酪
Ｊ
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す
る
も
の
と
す
る
・

（
入
札
又
は
競
り
売
り
以
外
の
方
法
に
よ
る
売
却
）

第
九
十
六
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は

、
執
行
官
に
対
し
‘
入
札
又
は
競
り
売
り
以
外
の
方
法
に

よ
り
宮
動
車
の
売
却
を
実
施
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
一
条
（
第
一

２
．
３
（
略
）
。

（
不
動
産
の
強
制
競
売
等
の
規
定
の
準
用
）

◎

す
る
部
分
に
限
る
．
）
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る

項
前
段
及
び
第
九
項
（
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
を
準
用

の
そ
の
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
執
行
官
に
提
出

の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他

｝
ト
ト
６
巳

第
九
十
六
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は

２
．
３
（
同
上
）

項
前
段
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

、
執
行
官
に
対
し
、
入
札
又
は
競
り
売
り
以
外
の
方
法
に

よ
り
自
動
車
の
売
却
を
実
施
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
一
条
（
第
一

（
不
動
産
の
強
制
競
売
等
の
規
定
の
準
用
）

（
入
札
又
は
競
り
売
り
以
外
の
方
法
に
よ
る
売
却
）

I
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第
九
十
七
条
法
第
二
章
第
二
節
第
一
款
第
二
目
（
法
第
四

十
五
条
第
一
項
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
、
法
第
五
十
五

条
か
ら
法
第
五
十
七
条
ま
で
、
法
第
五
十
九
条
第
四
項
、

法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
、
法
第
六
十
四
条
の
二

、
法
第
六
十
五
条
の
二
、
法
第
六
十
六
条
（
第
九
十
六
条

第
二
項
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法

第
六
十
八
条
の
二
、
法
第
六
十
八
条
の
四
、
法
第
六
十
九

条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定

に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
七
十
一
条
第
五
号
、
法

第
七
十
七
条
、
法
第
八
十
一
条
、
法
第
八
十
三
条
、
法
第

八
十
三
条
の
二
及
び
法
第
八
十
六
条
第
二
項
を
除
く
。
）

、
法
第
百
十
五
条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
、
法
第
百

二
十
条
及
び
法
第
百
二
十
七
条
並
び
に
こ
の
節
第
一
款
第

ｂ
令
『
毎

第
九
十
七
条
法
第
二
章
第
二
節
第
一
款
第
二
目
（
法
第
四

十
五
条
第
一
項
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
、
法
第
五
十
五

許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
七
十
七
条
、

、
法
第
六
十
六
条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の
買
受
け
の
申

法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
、
法
第
六
十
四
条
の
二

条
か
ら
法
第
五
十
七
条
ま
で
、
法
第
五
十
九
条
第
四
項
、

法
第
八
十
一
条
、
法
第
八
十
三
条
、
法
第
八
十
三
条
の
二

第
六
十
九
条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却

出
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
六
十
八
条
の
二
、
法

第
百
二
十
七
条
並
び
に
こ
の
節
第
一
款
第
一
目
（
第
二
十

三
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
二
か
ら
第

条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
、
法
第
百
二
十
条
及
び
法

及
び
法
第
八
十
六
条
第
二
項
を
除
く
。
）
、
法
第
百
十
五

●
９
６
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場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
中
期
間

入
札
に
係
る
部
分
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
及
び
第
二
項
（
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九

十
条
の
四
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
一
条
の
二
（
第
三
十

一
目
（
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
七

条
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
第
四

号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三１

条
ま
で
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
一
条
の
四
ま
で
、
第

五
十
一
条
の
七
、
第
五
十
四
条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、

第
五
十
五
条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却

八
条
第
七
項
及
び
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

、
る
。
）
、
第
五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
五
十
八
条
の
三
を

並
び
に
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
条
の
四
、
第

除
く
。
）
、
第
八
十
五
条
及
び
第
百
九
条
の
規
定
は
、
自

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限

、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
五
十
四

条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定

係
る
部
分
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま

動
車
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で

に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
（
第
九
十
六
条

三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
中
期
間
入
札
に

で
及
び
第
二
項
（
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号

60-21-



許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
の
二

並
び
に
第
五
十
八
条
の
三
を
除
く
。
）
、
第
八
十
五
条
及

び
第
百
九
条
の
規
定
は
、
自
動
車
執
行
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
中
・
「

物
件
明
細
書
の
作
成
ま
で
の
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
評
価

書
の
提
出
」
と
、
法
第
七
十
八
条
第
四
項
中
「
売
却
許
可

決
定
が
確
定
す
る
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
売
却
許
可
決
定

が
確
定
す
る
ま
で
、
又
は
民
事
執
行
規
則
第
九
十
六
条
第

二
項
の
買
受
け
の
申
出
の
際
』
と
、
法
第
百
十
五
条
第
一

項
及
び
第
四
項
中
「
船
舶
国
籍
証
書
等
」
と
あ
り
、
及
び

一
。
船
舶
の
船
籍
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
」
と
，
同
項
中

「
五
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
一
’
十
日
以
内
」
と
、
法
第
百

二
十
条
中
．
一
週
間
以
内
に
船
舶
国
籍
証
書
等
」
と
あ
る

法
第
四
十
九
条
第
一
項
中
『
物
件
明
細
書
の
作
成
ま
で
の

手
続
」
と
あ
る
の
は
『
評
価
書
の
提
出
』
と
、
法
第
七
十

籍
証
書
等
」
と
あ
り
、
及
び
「
船
舶
の
船
籍
」
と
あ
る
の

事
執
行
規
則
第
九
十
六
条
第
二
項
の
買
受
け
の
申
出
の
際

あ
る
の
は
「
売
却
許
可
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
、
又
は
民

」
と
、
法
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
船
舶
国

八
条
第
四
項
中
「
売
却
許
可
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
」
と

船
舶
国
籍
証
書
等
」
と
あ
る
の
は
二
月
以
内
に
宮
動
車

は
「
自
動
車
」
と
、
同
項
中
「
五
日
以
内
」
と
あ
る
の
は

物
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
え
の
効
力
が
生
じ
た
時
に
債
務

今

者
が
占
有
し
て
い
た
自
動
車
」
と
、
第
三
十
六
条
第
一
項

」
と
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
差
押

「
十
日
以
内
」
と
、
法
第
百
二
十
条
中
二
一
週
間
以
内
に
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の
は
二
月
以
内
に
自
動
車
』
と
、
法
第
百
二
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
中
「
差
押
物
，
｜
と
あ
る
の
は
「
差
押
え

の
効
力
が
生
じ
た
時
に
債
務
者
が
占
有
し
て
い
た
自
動
車

」
と
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
八
号
中
「
物
件
明
細
書
、

現
況
調
査
報
告
書
及
び
評
価
書
」
と
あ
る
の
は
『
評
価
書

」
と
、
第
百
九
条
中
「
差
押
物
が
差
押
え
を
し
た
」
と
あ

る
の
は
「
執
行
官
が
占
有
を
取
得
し
た
自
動
車
が
」
と
読

４
Ｉ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
９
９
１
１
ｑ
１
１
１
９
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
１
４
４
４
１
４
Ｉ
ｌ
ｑ
ｑ
０
４
Ｉ
４
１
１
０
１
■
ｄ
ｌ
ｄ
４
ｄ
ｑ
１
ｄ
‐
４
４
１
０
４
１
１
１
Ｉ

す
る
者
は
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
そ
の
住
所
を
証
す

係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
入
札
に
お
け
る
入
札

定
す
る
競
り
売
り
に
お
い
て
買
受
け
の
申
出
を
し
よ
う
と

人
及
び
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
第
一
項
に
規

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

’
（
新
設
）

書
」
と
あ
る
の
は
『
評
価
書
」
と
、
第
百
九
条
中
「
差
押

物
が
差
押
え
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
『
執
行
官
が
占
有
を

第
八
号
中
「
物
件
明
細
書
、
現
況
調
査
報
告
書
及
び
評
価

取
得
し
た
自
動
車
が
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

墨
‐
ず
い
篭
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第
百
二
十
条
（
略
）

１

３
第
三
十
八
条
（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
一
条
第

２
（
略
）

第
四
十
三
条
中
身
分
に
関
す
る
証
明
に
係
る
部
分
、
第
百

十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書

は
執
行
官
が
そ
の
所
属
す
る
地
方
裁
判
所
内
に
お
い
て
入

及
び
第
二
項
並
び
に
前
三
条
の
規
定
は
動
産
の
入
札
に
つ

札
を
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

い
て
、
第
四
十
三
条
中
援
助
の
求
め
に
係
る
部
分
の
規
定

一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

（
入
札
）

｝
っ
Ｌ
亭
叱
間
ソ
ｚ
・
も
ｘ
主
塞

（
債
務
者
に
対
す
る
教
示
の
方
式
等
）

畠
廷
握
土
す
る
も
元
と
す
受

第
百
二
十
条
（
同
上
）１

３
第
三
十
八
条
（
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
一
条
第

２
（
同
上
）

十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書

第
四
十
三
条
中
身
分
に
関
す
る
証
明
に
係
る
部
分
、
第
百

は
執
行
官
が
そ
の
所
属
す
る
地
方
裁
判
所
内
に
お
い
て
入

札
を
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

及
び
第
二
項
並
び
に
前
・
三
条
の
規
定
は
動
産
の
入
札
に
つ

い
て
、
第
四
十
三
条
中
援
助
の
求
め
に
係
る
部
分
の
規
定

一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

（
入
札
）

＃
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21 第
百
三
十
三
条
の
二
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

第
百
三
十
七
条
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
七
条
の
二
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に

定
に
よ
る
差
押
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
係
る
手
続
の

内
容
と
す
る
。

（
差
押
債
権
者
の
取
立
届
の
方
式
）

よ
る
教
示
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
は
、
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

一

$

三

へ

略
、ダ

（
支
払
を
受
け
て
い
な
い
旨
の
届
出
の
方
式
）

法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め

第
百
三
十
七
条
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

（
新
設
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け

一
～
三
（
同
上
）

（
差
押
債
権
者
の
取
立
届
の
方
式
）
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21

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

第

百

三

十

七

条

の

三

執

行

裁

判

所

が

法

第

百

五

十

五

条

第

I三’ 二’ な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
届
出

六
項
の
規
定
に
よ
む
差
押
命
令
を
取
り
消
す
に
当
た
っ
て

い
な
い
理
由
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

対
し
、
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
な
い
と
き
は
差
押
命
令
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

一
事
件
の
表
示

（
差
押
命
令
の
取
消
し
の
予
告
）

写

鼠

Ｉ

ｌ

債

務

者

及

び

第

三

債

務

者

の

氏

名

又

は

名

称

第
三
債
務
者
か
ら
支
払
を
受
け
て
い
な
い
旨

雲
三
一
弐
壱
国
Ｈ
ｐ
一
夕

ロ
、
甦
未
二
一
生
屋
麟
豚
奉
宮

処
差
江
側
、
陰
鱈
舛
帽
聿
迄

（
新
設
）

（
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（
売
却
命
令
に
基
づ
く
売
却
）

第
百
四
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
執
行
官
は
、
代
金
の
支
払
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、

第
百
四
十
四
条
転
付
命
令
又
は
譲
渡
命
令
が
効
力
を
生
じ

条
第
六
項
の
通
知
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
（
略
）

（
移
転
登
記
等
の
嘱
託
の
申
立
て
に
つ
い
て
提
出
す
べ
き

文
書
）

’た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て

旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

買
受
人
に
債
権
証
書
を
引
き
渡
し
、
及
び
法
第
百
六
十
一

を
す
る
と
き
は
、
記
録
上
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
・
差
し

第
百
四
十
四
条
転
付
命
令
又
は
譲
渡
命
令
が
確
定
し
た
場

合
に
お
い
て
、
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
を
す

第
百
四
十
一
条
（
同
上
）

４
（
同
上
）

３
執
行
官
は
、
代
金
の
支
払
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、

２
（
同
上
）

文
書
）

条
第
五
項
の
通
知
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

買
受
人
に
債
権
証
書
を
引
き
渡
し
、
及
び
法
第
百
六
十
一

る
と
き
は
、
記
録
上
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
差
し
押
さ

（
移
転
登
記
等
の
嘱
託
の
申
立
て
に
つ
い
て
提
出
す
べ
き

（
売
却
命
令
に
基
づ
く
売
却
）

ミ
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押
さ
え
ら
れ
た
債
権
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
命
令
が
第
三
債

務
者
に
送
達
さ
れ
た
時
ま
で
に
他
の
差
押
え
及
び
仮
差
押

え
の
執
行
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
文
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
不
動
産
執
行
等
の
規
定
の
準
用
）

第
百
四
十
五
条
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は

債
権
執
行
に
つ
い
て
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
か

ら
第
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
管
理
命
令
に
つ
い
て
、
第

百
四
十
一
条
第
四
項
中
調
書
に
係
る
部
分
の
規
定
は
執
行

官
が
法
第
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
動
産
を
売

却
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条

ま
で
の
規
定
は
債
権
執
行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す

る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
百
四
十
五
条
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は

ま
で
の
規
定
は
債
権
執
行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す

却
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条

る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

宮
が
法
第
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
動
産
を
売

百
四
十
一
条
第
四
項
中
調
書
に
係
る
部
分
の
規
定
は
執
行

債
権
執
行
に
つ
い
て
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
か

ら
第
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
管
理
命
令
に
つ
い
て
、
第

ら
な
い
。

執
行
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
文
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

に
送
達
さ
れ
た
時
ま
で
に
他
の
差
押
え
及
び
仮
差
押
え
の

え
ら
れ
た
債
権
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
命
令
が
第
三
債
務
者

（
不
動
産
執
行
等
の
規
定
の
準
用
）

Ｉ
！
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い
て
＄
第
二
十
七
条
中
「
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
、

管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
可

債
務
者
及
び
管
理
人
」
と
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
不

実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
』
と
、
同
条
第
二
項
中
「
代

動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
『
配
当
等
を

債
権
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
権
で
あ
る
場
合
（

配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
日
（
差
し
押
さ
え

金
が
納
付
さ
れ
た
日
か
ら
、
同
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
『

差
押
債
権
者
（
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と

各
号
に
掲
げ
る
義
務
に
係
る
金
銭
債
権
が
含
ま
れ
て
い
る

ら
れ
た
債
権
が
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

と
き
を
除
く
．
）
に
は
、
配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と

も
一
人
以
上
）
の
債
権
に
法
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項

実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
「
、

項
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
『
配
当
等
を

動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二

債
務
者
及
び
管
理
人
』
と
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
『
不

る
◎

い
て
、
第
二
十
七
条
中
『
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
、

！
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か
ら
、
前
項
後
段
』
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
話
加
入
権
の
売
却
に
つ
い
て
の
嘱
託
）

第
百
四
十
九
条
電
話
加
入
権
に
つ
い
て
法
第
百
六
十
七
条

第
一
項
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
法
第
百
六

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
場
合

に
お
い
て
、
執
行
裁
判
所
と
電
話
取
扱
局
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
裁
判
所
と
が
異
な
る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所

は
、
そ
の
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
執
行
官
そ
の
他
の
者
に

電
話
加
入
権
を
売
却
さ
せ
る
よ
う
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き

た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
）

な
っ
た
日
又
は
債
務
者
に
対
し
て
差
押
命
令
が
送
達
さ
れ

る
。（

弁
済
金
の
交
付
の
手
続
）

第
百
四
十
九
条
電
話
加
入
権
に
つ
い
て
法
第
百
六
十
七
条

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
が
確
定
し
た
場
合
に
お

第
一
項
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
法
第
百
六

加
入
権
を
売
却
さ
せ
る
よ
う
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
地
方
裁
判
所
に
対
し
，
執
行
官
そ
の
他
の
者
に
電
話

い
て
、
執
行
裁
判
所
と
電
話
取
扱
局
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
裁
判
所
と
が
異
な
る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、

（
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
）

（
電
話
加
入
権
の
売
却
に
つ
い
て
の
嘱
託
）

■
イ
や
〃
》
、
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第
百
四
十
九
条
の
六
（
略
）

２
弁
済
金
の
交
付
の
日
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
弁
済
金
及
び
剰
余
金
を
交
付
す
べ
き
こ
と
と
な
つ

含
ま
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
弁
済
金
及
び
剰

権
で
あ
る
場
合
（
差
押
債
権
者
（
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ

十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
債
権
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債

た
日
（
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
債
権
が
法
第
百
六
十
七
条
の

余
金
を
交
付
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
日
又
は
債
務
者
に
対

条
の
ご
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
義
務
に
係
る
金
銭
債
権
が

し
て
差
押
処
分
が
送
達
さ
れ
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し

七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一

の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
以
上
）
の
債
権
に
法
第
百
六
十

第
百
四
十
九
条
の
六
（
同
上
）

２
弁
済
金
の
交
付
の
日
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
弁
済
金
及
び
剰
余
金
を
交
付
す
べ
き
こ
と
と
な
つ

た
日
か
ら
一
月
以
内
の
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

歩
ｆ
Ｂ
Ｉ
、
色
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第
百
五
十
条
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
百
三
十

３
（
略
）

権
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
か
ら
一
月
以
内
の
日
と
し
なｌ

中
「
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
」
と
、
第
百

百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
六
条
及
び
第
百
三
十
七
条
の
三

百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第

三
条
か
ら
第
百
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
少
額
訴
訟
債

三
十
三
条
の
二
中
『
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る

る
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法

の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

（
不
動
産
執
行
及
び
債
権
執
行
の
規
定
の
準
用
）

第
百
五
十
条
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
百
三
十

３
（
同
上
）

１

１

条
中
「
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
」
と
、
第

権
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

債
権
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
金
銭
債
権
」
と
、
『
そ
の
種

類
及
び
額
（
金
銭
債
権
以
外
の
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

と
あ
る
の
は
「
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
」
と
、
「
そ
の

百
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
『
差
押
え
に
係
る
債
権
」

百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三
十
四
条
及
び
第
百
三
十
六

三
条
か
ら
第
百
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
少
額
訴
訟
債

（
不
動
産
執
行
及
び
債
権
執
行
の
規
定
の
準
用
）

ｉ
ｉ
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十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
あ
る
の
は
「

第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
百
六
十
七
条
の
八
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
第
百
三

第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「

差
押
え
に
係
る
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
え
に
係
る
金

銭
債
権
』
と
、
「
そ
の
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
金
銭

債
権
』
と
、
「
そ
の
種
類
及
び
額
（
金
銭
債
権
以
外
の
債

権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は
『
そ
の
種

類
及
び
額
』
と
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
中
「
当

該
債
権
」
と
あ
る
の
は
『
当
該
金
銭
債
権
」
と
、
第
百
三

十
六
条
第
三
項
中
「
債
権
執
行
の
手
続
を
取
り
消
す
旨
の

決
定
が
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
少
額
訴
訟
債
権
執

法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
中
「
当
該
債
権
』
と
あ
る
の
は

内
容
）
」
と
あ
る
の
は
『
そ
の
種
類
及
び
額
’
一
と
、
同
項

権
執
行
の
手
続
を
取
り
消
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
た
と
き
」

手
続
を
取
り
消
す
旨
の
処
分
を
し
た
と
き
』
と
読
み
替
え

旨
の
決
定
が
さ
れ
た
と
き
、
又
は
少
額
訴
訟
債
権
執
行
の

と
あ
る
の
は
『
少
額
訴
訟
債
権
執
行
の
手
続
を
取
り
消
す

る
も
の
と
す
る
。

「
当
該
金
銭
債
権
」
と
、
第
百
三
十
六
条
第
三
項
中
「
債

〆
＃
馬
、
、
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行
の
手
続
を
取
り
消
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
た
と
き
、
又
は

少
額
訴
訟
債
権
執
行
の
手
続
を
取
り
消
す
旨
の
処
分
を
し

』
と
あ
る
の
は
一
。
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お

た
と
き
」
と
、
第
百
三
十
七
条
中
『
法
第
百
五
十
五
条
第

条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条

十
七
条
の
三
中
『
執
行
裁
判
所
が
法
第
百
五
十
五
条
第
六

条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
』
と
、
「
同

項
」
と
あ
る
の
は
『
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に

百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
」
と
、
第

四
項
，
一
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項

い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
』
と
、
第
百
三
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条
第
三
項
』
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
社
債
等
執
行
の
開
始
）

第
百
五
十
条
の
二
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
社
債
等
で
あ
っ
て
振
替
機
関
（
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
振
替
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
取
り
扱
う

法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十

七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
六

も
の
（
以
下
こ
の
款
及
び
第
百
八
十
条
の
二
に
お
い
て
「

振
替
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
強
制
執
行
（
以
下

『
振
替
社
債
等
執
行
」
と
い
う
。
）
は
、
執
行
裁
判
所
の

差
押
命
令
に
よ
り
開
始
す
る
。

弟
四
項
又
は
第
五
箔

第
百
五
十
条
の
二
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

執
行
裁
判
所
の
差
押
命
令
に
よ
り
開
始
す
る
。

制
執
行
（
以
下
『
振
替
社
債
等
執
行
」
と
い
う
。
）
は
、

定
す
る
振
替
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
取
り
扱
う

定
す
る
社
債
等
で
あ
っ
て
振
替
機
関
（
同
条
第
二
項
に
規

も
の
（
以
下
「
振
替
社
債
等
」
と
い
う
．
）
に
関
す
る
強

（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

（
振
替
社
債
等
執
行
の
開
始
）

／
《
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（
差
押
命
令
）

第
百
五
十
条
の
三
執
行
裁
判
所
は
、
差
押
命
令
に
お
い
て

、
振
替
社
債
等
に
関
し
、
債
務
者
に
対
し
振
替
若
し
く
は

抹
消
の
申
請
又
は
取
立
て
そ
の
他
の
処
分
を
禁
止
し
、
並

び
に
振
替
機
関
等
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
等
で
あ
っ
て
債

務
者
が
口
座
の
開
設
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５
（
略
）

６
振
替
債
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
二

百
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
債
を
い
う
。
以
下

同
じ
・
）
、
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
同
法
第
百
九
十

こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
・
）
に
対
し
振
替
及
び
抹
消
を
禁

第
百
五
十
条
の
三
執
行
裁
判
所
は
、
差
押
命
令
に
お
い
て

６
振
替
債
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
一
一

２
～
５
（
同
上
）

同
じ
。
）
、
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
同
法
第
百
九
十

務
者
が
口
座
の
開
設
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
等
で
あ
っ
て
債

抹
消
の
申
請
又
は
取
立
て
そ
の
他
の
処
分
を
禁
止
し
、
並

び
に
振
替
機
関
等
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法

百
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
債
を
い
う
。
以
下

ら
な
い
。

同
じ
。
）
に
対
し
振
替
及
び
抹
消
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

、
振
替
社
債
等
に
関
し
、
債
務
者
に
対
し
振
替
若
し
く
は

（
差
押
命
令
）
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二
条
第
一
・
項
に
規
定
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
い

う
。
以
下
同
じ
・
）
で
あ
っ
て
社
債
の
償
還
済
み
の
も
の

で
な
い
も
の
、
振
替
転
換
特
定
社
債
（
同
法
第
二
百
五
十

条
に
規
定
す
る
振
替
転
換
特
定
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
又
は
振
替
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
（
同
法

第
二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
振
替
新
優
先
出
資
引
受
権

付
特
定
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
で
あ
っ
て
社
債
の

償
還
済
み
の
も
の
で
な
い
も
の
に
対
す
る
差
押
命
令
の
送

達
を
受
け
た
振
替
機
関
等
は
、
直
ち
に
、
発
行
者
に
対
し

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
・
二
（
略
）

三
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
振
替
社
債
等
の
銘
柄
（
社
債
、

株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
第
三
項
第

償
還
済
み
の
も
の
で
な
い
も
の
に
対
す
る
差
押
命
令
の
送

第
二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
振
替
新
優
先
出
資
引
受
権

条
に
規
定
す
る
振
替
転
換
特
定
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ

う
。
以
下
同
じ
・
）
で
あ
っ
て
社
債
の
償
還
済
み
の
も
の

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

達
を
受
け
た
振
替
機
関
等
は
、
直
ち
に
、
発
行
者
に
対
し

付
特
定
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
で
あ
っ
て
社
債
の

。
）
又
は
振
替
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
（
同
法

三
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
振
替
社
債
等
の
銘
柄
〈
社
債
、

で
な
い
も
の
、
振
替
転
換
特
定
社
債
（
同
法
第
二
百
五
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
い

一
・
二
（
同
上
）

株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
第
三
項
第

ｆ

Ｉ
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81

す
る
銘
緬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
額
又
は
数

四
（
略
）

７
（
略
）

替
社
債
等
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
差
押
債
権
者
の
振
替
債
等
の
取
立
て
等
）

二
号
（
同
法
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七

条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条

第
三
項
第
二
号
又
は
第
百
九
十
四
条
第
三
項
第
二
号
（

同
法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
四
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

法
第
百
四
十
五
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
振

一
旦
甘
》

７
（
同
上
）

（
新
設
）

四
（
同
上
）

（
差
押
債
権
者
の
振
替
債
等
の
取
立
て
等
）

す
る
銘
柄
を
い
う
。
）
及
び
額
又
は
数

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

第
三
項
第
二
号
又
は
第
百
九
十
四
条
第
三
項
第
二
号
（

第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条

、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条

二
号
（
同
法
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七

条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

同
法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
四
条

－38－ 77



第
百
五
十
条
の
五
（
略
）

４
法
第
百
五
十
五
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）

２
．
３
（
略
）

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
五
十
五
条

’
第
三
項
並
び
に
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並

び
に
第
百
三
十
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
百
三

十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項ｌ

中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
『
発
行
者
」
と
、
法
第

三
十
七
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い

及
び
法
第
百
五
十
七
条
並
び
に
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百

同
条
第
五
項
中
｛
金
銭
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
債
等

百
五
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
『
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
」
と
、

第
百
五
十
条
の
五
（
同
上
）

４
法
第
百
五
十
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
法
第
百

２
．
３
（
同
上
）

び
第
四
項
並
び
に
第
百
三
十
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中

事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
第
二
項
」
と
、
第
百
三
十

五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

百
五
十
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

七
条
中
「
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第 ｌ

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第

五
十
七
条
第
四
項
中
豆
別
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
民

百
五
十
五
条
第
二
項
並
び
に
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
及

五
十
七
条
並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の

「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
『
発
行
者
」
と
、
法
第
百

酢
や
。
⑤
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債
』
と
、
同
条
第
七
項
中
「
金
銭
債
権
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
号
に
掲
げ
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
、
法
第

百
五
十
七
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
第
二
項
」
と
、
第
百
三

振
替
債
等
又
は
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項

と
、
同
条
第
六
項
中
「
金
銭
債
権
』
と
あ
る
の
は
「
振
替

十
五
条
第
四
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
『

第
百
五
十
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五

十
七
条
中
『
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
』
と
あ
る
の
は
『

法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条

又
ざ
司
噴
第
三
弓
こ
渇
ヴ
る
振
替

貝
等
又
さ
司
頁
窯
一
コ
弓
こ
看
ず
る
一
涯
旨

（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
債
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）

く
る
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第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
等
）

第
百
五
十
条
の
七
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
裁
判
所
書
記
官
は
、
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
が
効
力
を

ｌ
生
じ
た
と
き
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

六
項
」
と
あ
る
の
は
一
’
第
百
五
十
条
の
五
第
四
項
に
お
い

〔

項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
中
一
‐
法
第
百
五
十
五
条
第

第
七
十
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
又
は

四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
五
第

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と
、
「
同
条
第

の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
五

第
百
五
十
条
の
七
（
同
上
）

１

４
裁
判
所
書
記
官
は
、
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
が
確
定
し

２
．
３
（
同
上
）

’た
と
き
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
七

十
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

（
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
等
）

１
１
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第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
五

条
第
一
項
、
第
百
二
十
七
条
の
七
第
一
項
、
第
百
三
十
二

条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三

十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
（

同
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
四
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

百
九
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
百
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

５
（
略
）

５
（
同
上
）

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条

十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第

第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
四
十
九
条
第

条
第
一
項
及
び
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

口

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
（
同
法

、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条

。
）
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
五
条
第

二
百
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
百
九

一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五

一
項
、
第
百
二
十
七
条
の
七
第
一
項
、
第
百
三
十
二
条
第

ｉ
利
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６
第
百
三
十
九
条
の
規
定
は
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
及
び

振
替
社
債
等
売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
百
五
十
九
条
第

二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
百
六
十
条
並
び
に
第
百
四

十
条
の
規
定
は
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
に
つ
い
て
、
法
第

百
五
十
九
条
第
七
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
に

対
す
る
執
行
抗
告
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
八
条
並
び
に
第

百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等

売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
五
条
の
規
定
は
振
替
社

債
等
売
却
命
令
に
基
づ
く
執
行
官
の
売
却
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
中

「
怯
第
百
六
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十

条
の
七
第
一
項
」
と
、
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
中
『
債

務
者
及
び
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
債
務
者
及
び
振

６
第
百
三
十
九
条
の
規
定
は
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
及
び

務
者
及
び
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
債
務
者
及
び
振

条
の
七
第
一
項
」
と
、
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
中
『
債

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
中

債
等
売
却
命
令
に
基
づ
く
執
行
官
の
売
却
に
つ
い
て
準
用

売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
五
条
の
規
定
は
振
替
社

百
五
十
九
条
第
六
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
に

百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等

対
す
る
執
行
抗
告
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
八
条
並
び
に
第 ’

十
条
の
規
定
は
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
に
つ
い
て
、
法
第

振
替
社
債
等
売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
百
五
十
九
条
第

二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
百
六
十
条
並
び
に
第
百
四

「
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十

Ｄ
Ｐ
ｒ
Ｄ
貯
員
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（
債
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
）

第
百
五
十
条
の
八
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書

を
除
く
。
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条
、

法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
四
条
、
法
第
百
五
十
八

条
及
び
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）

替
機
関
等
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ

っ
て
は
、
債
務
者
、
買
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
及
び
発

行
者
）
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
法
第
百
六
十
条
中
「
第

三
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
『
振
替
機
関
等
・
一
と
、
第
百
四

十
一
条
第
四
項
中
『
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
官
そ

の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
者
」
と
、
「
調
書

」
と
あ
る
の
は
「
調
書
又
は
報
告
書
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
八
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書

条
及
び
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）

法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
四
条
、
法
第
百
五
十
八

」
と
あ
る
の
は
「
調
書
又
は
報
告
書
‐
一
と
読
み
替
え
る
も

十
一
条
第
四
項
中
『
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
官
そ

の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
者
」
と
、
『
調
書

行
者
）
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
法
第
百
六
十
条
中
「
第

替
機
関
等
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ

を
除
く
。
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条
、

三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機
関
等
」
と
、
第
百
四

の
と
す
る
。

っ
て
は
、
債
務
者
、
買
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
及
び
発

（
債
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
）

〆
叶
い
守
今
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第
百
三
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
六
条
ま
で
及
び
第
百
四
十

七
条
第
二
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等
執
行
に
つ
い
て
、
第

百
五
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定
は
振
替
機
関
等
（
買
取
請

求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座

開
設
振
替
機
関
等
）
が
配
当
要
求
が
あ
っ
た
旨
を
記
載
し

た
文
書
の
送
達
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四

条
、
法
第
八
十
五
条
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
第
九
十
二

条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
並

び
に
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
振
替

社
債
等
執
行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の

手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第

百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
そ
の
債
権
の
債
務
者
（
以
下
「 ｌ

並
び
に
第
二
十
・
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
、

項
中
「
そ
の
債
権
の
債
務
者
（
以
下
『
第
三
債
務
者
」
と

き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準

条
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
法
第

受
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四
条
、
法
第
八
十
五

）
が
配
当
要
求
が
あ
っ
た
旨
を
記
載
し
た
文
書
の
送
達
を

百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
．
）
並
び
に
第
五
十
九
条

か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
振
替
社
債
等
執
行
に
つ

定
は
振
替
社
債
等
執
行
に
つ
い
て
、
第
百
五
十
条
の
三
第

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
四
条
第
二

六
項
の
規
定
は
振
替
機
関
等
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す

並
び
に
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
か

ら
第
百
三
十
六
条
ま
で
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規

る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
寅
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等

ｔ
ｋ
ｑ
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第
三
債
務
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
並
び
に
法
第
百

四
十
七
条
及
び
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
百
三

十
四
条
及
び
第
百
三
十
五
条
中
『
第
三
債
務
者
』
と
あ
る

の
は
「
振
替
機
関
等
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制

執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
）
」
と

、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
『
差
押
債
権
者
の
申
立
て

が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
『
裁

判
所
書
記
官
は
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号

及
び
法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
六
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
第

一
項
』
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
、
一
号
中
「
第
百

五
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
百
五
十
条

の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条
第
五
項

’
一
と
あ
る
の
は
『
同
規
則
第
百
五
十
条
の
五
第
四
項
に
お

裁
判
所
書
記
官
は
』
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
は
」

第
百
五
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
四
条
及
び
第
百

と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
法
第
百
六
十

条
第
一
項
中
「
差
押
債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、

、
買
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
）
」
と
、
法
第
百
四
十
七

等
（
寅
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は

百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
五
十
七
条
第
五
項

五
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
』
と
あ
る
の
は

い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条
第
五
項
」
と
、
第
百
三
十

三
十
五
条
中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機
関

い
う
。
）
‐
一
と
あ
り
、
並
び
に
法
第
百
四
十
七
条
及
び
法

「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
』
と
、
法
第

ｆ
ｒ
歩
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」
と
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
「

第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機
関
等
（
貢
取
請
求

株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座
開

設
振
替
機
関
等
及
び
発
行
者
）
」
と
、
第
百
三
十
五
条
中

「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十

条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」

と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
弁
済
の
意
思
」
と
あ
る
の

は
「
振
替
又
は
抹
消
の
申
請
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す

る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
振
替
の
申
請
）
等
」
と
、
「

弁
済
す
る
』
と
あ
る
の
ば
「
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
寅
取

請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
振
替
）

を
行
う
」
と
、
「
弁
済
し
な
い
』
と
あ
る
の
は
「
振
替
若

し
く
は
抹
消
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に

び
発
行
者
）
」
と
、
第
百
三
十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七

強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
及

あ
る
の
は
「
振
替
機
関
等
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て

消
の
申
請
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ

第
二
号
中
「
弁
済
の
意
思
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
又
は
抹

準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項

三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
「
第
三
債
務
者
」
と

弁
済
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
『
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
買

す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
振
替
）
を
行
う
」
と
、
「

取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
振
替

る
の
は
『
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
貢
取
請
求
株
式
等
に
関

っ
て
は
、
振
替
の
申
請
）
等
』
と
、
『
弁
済
す
る
』
と
あ

ノ
ブ
Ｄ
ｒ
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あ
っ
て
は
、
振
替
）
を
行
わ
な
い
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「
仮
差
押
え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処

分
』
と
、
「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」

と
あ
る
の
は
「
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮

処
分
命
令
’
一
と
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
『

代
金
の
納
付
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項

中
「
不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
及
び
同

条
第
二
項
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
配

当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
法
第
八
十
五

条
第
一
項
中
「
第
八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
債

権
者
』
と
あ
る
の
は
一
‐
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
八

は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す

き
こ
と
と
な
っ
た
』
と
、
法
第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
第

金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中
「
代

金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
配
当
等
を
実
施
す
べ

五
十
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一

９

項
」
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
『
代
金
の
納
付
が
あ

八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
債
権
者
」
と
あ
る
の

第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と
、

命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
』
と
あ
る
の
は
『
差

あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
・
一
と
、
「
差
押

）
を
行
わ
な
い
』
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押
え
』
と

っ
た
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
不
動
産
の
代

Ｆ
Ｆ
－
Ｄ
ｐ
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に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
権
者

』
と
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
三

債
務
者
」
と
あ
る
の
は
『
発
行
者
」
と
、
同
条
第
三
号
中

「
執
行
官
』
と
あ
る
の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判

所
が
相
当
と
認
め
る
者
』
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
差
押
命
令
）

第
百
五
十
条
の
十
（
略
〉

６
電
子
債
権
記
録
機
関
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
差
押

え
の
効
力
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
に
掲
げ
る
電

子
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

一
差
押
債
権
者
が
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い

（
略
）

ワ
］
ｒ
、
〃
Ｆ
Ｄ

１

１

１

■

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
支
払
を
受
け

第
百
五
十
条
の
十
（
同
上
）

６
電
子
債
権
記
録
機
震
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
差
押

２
～
５
（
同
上
）

子
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

え
の
効
力
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
に
掲
げ
る
電

十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る

る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
『
発
行
者
。
一
と
、
同
条
第
三
号
中
「
執
行
官
」
と
あ

る
の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め

る
第
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
権
者
」
と
、
法
第
百
六

一
差
押
債
権
者
が
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い

（
差
押
命
令
）

て
準
用
す
る
法

＃
１

型
久
不
学
宋
一
一
彪

の
支
払
を
受
け

-49－ 88



111

た
こ
と
に
よ
る
支
払
等
記
録

二
～
五
（
略
）

７
～
岨
（
略
）

命
令
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
及
び
第
百
三
十
三
条
の
二

三
十
三
条
の
二
中
「
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る

民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準

の

は

「

第

百

五

十

条

の

十

第

十

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

用
す
る
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
第
百

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
中

の
規
定
は
差
押
命
令
を
送
達
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

「
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
』
と
あ
る
の
は
「

法
第
百
四
十
五
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
差
押

一
味
二
兀

宋
亜
一
｝

陛
条
葉
二
囑
指

二
～
五
（
同
上
）

７
～
皿
（
同
上
）

（
新
設
） た

こ
と
に
よ
る
支
払
等
記
録

一
Ｊ
い
も
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（
支
払
等
記
録
の
届
出
等
）

第
百
五
十
条
の
十
一
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
百
五
十
条
の
十
五

.I第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
差
押
債
権
者
の
債
権
及
び
執
行

費
用
の
総
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
支
払
が
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
電
子
債

権
記
録
機
関
に
対
し
、
当
該
支
払
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し

百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

第
百
五
十
条
の
十
一
（
同
上
）

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
百
五
十
条
の
十
五

２
（
同
上
）

権
記
録
機
関
に
対
し
、
当
該
支
払
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し

規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
差
押
債
権
者
の
債
権
及
び
執
行

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の

費
用
の
総
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
支
払
が
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
電
子
債

（
支
払
等
記
録
の
届
出
等
）

〃
ず
、
い
△
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
等
）

第
百
五
十
条
の
十
四
（
略
）

２
～
４
（
略
）

１

５
裁
判
所
書
記
官
は
、
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
が
効
力

６
（
略
）

を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
に
係

る
電
子
記
録
債
権
が
記
録
さ
れ
て
い
る
債
権
記
録
（
電
子

記
録
債
権
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
債
権
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
債
権
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る

者
の
変
更
（
当
該
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
に
よ
る
変
更

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
内
容
と
す
る
変
更
記
録
を
嘱

託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
百
五
十
条
の
十
四
（
同
上
）

ｅ
（
同
上
）

１

５
裁
判
所
書
記
官
は
、
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
が
確
定

２
～
４
（
同
上
）

Ｉした
と
き
は
、
当
該
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
に
係
る
電

債
権
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
債
権
記
録
を
い
う
。

変
更
（
当
該
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
に
よ
る
変
更
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
を
内
容
と
す
る
変
更
記
録
を
嘱
託
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
記
録
債
権
が
記
録
さ
れ
て
い
る
債
権
記
録
（
電
子
記
録

以
下
同
じ
。
）
に
債
権
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の

（
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
等
）

ザ
の
舎
串
蚕
易
や
《

91-52－



７
第
百
三
十
九
条
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
及

び
電
子
記
録
債
権
売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
百
五
十
九

並
び
に
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の

条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
百
六
十
条
並
び
に
第

百
四
十
条
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
に
つ
い
て

第
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
」

宮
の
売
却
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

規
定
は
電
子
記
録
債
権
売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
六
十

、
法
第
百
五
十
九
条
第
七
項
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
譲

渡
命
令
に
対
す
る
執
行
抗
告
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
八
条

と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
」
と
、
第
百

五
条
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
売
却
命
令
に
基
づ
く
執
行

四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
執
行
官
’
一
と
あ
る
の

７
第
百
三
十
九
条
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
及

び
電
子
記
録
債
権
売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
百
五
十
九

条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
百
六
十
条
並
び
に
第

宮
の
売
却
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

渡
命
令
に
対
す
る
執
行
抗
告
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
八
条

並
び
に
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
は
電
子
記
録
債
権
売
却
命
令
に
つ
い
て
、
法
第
六
十

五
条
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
売
却
命
令
に
基
づ
く
執
行

第
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
」
と
、
第
百

四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
『
執
行
官
」
と
あ
る
の

、
法
第
百
五
十
九
条
第
六
項
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
譲

百
四
十
条
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
に
つ
い
て

ｐ
卜
，
■
』
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は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
者

」
と
、
同
項
中
「
調
鑿
屋
と
あ
る
の
は
『
調
書
又
は
報
告

書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
債
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
等
）

第
百
五
十
条
の
十
五
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し

書
を
除
く
。
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条

、
法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
条
、
法
第
百
五
十
三

条
か
ら
法
第
百
五
十
五
条
ま
で
（
同
条
第
二
項
を
除
く
。

）
、
法
第
百
五
十
七
条
か
ら
法
第
百
六
十
条
ま
で
（
法
第

百
五
十
九
条
第
六
項
を
除
く
。
）
、
法
第
百
六
十
四
条
及

び
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
並
び

に
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百

三
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
三
ま
で
、
第
百
四
十
四

（
債
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
等
）

第
百
五
十
条
の
十
五
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し

書
を
除
く
。
）
、
法
第
首
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条

定
は
電
子
記
録
債
権
執
行
に
つ
い
て
、
前
条
第
五
項
の
規

条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
か
ら
第
百
三
十
七
条

十
六
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
六

ま
で
、
第
百
四
十
四
条
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規

法
第
百
六
十
条
ま
で
、
法
第
百
六
十
四
条
及
び
法
第
百
六

条
か
ら
法
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
法
第
百
五
十
七
条
か
ら

、
法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
条
、
法
第
百
五
十
三

書
．
一
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

』
と
、
同
項
中
「
調
書
』
と
あ
る
の
は
『
調
書
又
は
報
告

は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
者

伝
■
々
６
。
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力
を
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四
条
、
法
第
八

十
五
条
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
第
九
十
二
条
ま
で
及
び

法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十

九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権
執

行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ

い
て
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
四

条
第
二
項
中
『
そ
の
債
権
の
債
務
者
（
以
下
「
第
三
債
務

者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
子
記
録
債
権

の
電
子
記
録
を
し
て
い
る
電
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
法

第
百
四
十
七
条
並
び
に
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三

十
五
条
並
び
に
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「

条
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権Ｉ

執
行
に
つ
い
て
、
前
条
第
五
項
の
規
定
は
転
付
命
令
が
効

者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
法
第
百
四
十
七
条
第

ぴ
第
三
項
中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務

機
関
」
と
、
法
第
百
四
十
七
条
並
び
に
第
百
三
十
三
条
第

法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
そ
の
債
権
の
債
務
者
（
以

電
子
記
録
債
権
の
電
子
記
録
を
し
て
い
る
電
子
債
権
記
録

下
『
第
三
債
務
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

等
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

並
び
に
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
電

定
は
転
付
命
令
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十

子
記
録
債
権
執
行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当

四
条
、
法
第
八
十
五
条
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
第
九
十

二
条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）

一
項
、
第
百
三
十
五
条
並
び
に
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
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第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
『
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債

権
記
録
機
関
、
一
と
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押

債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」

と
あ
る
の
は
『
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
、
法
第
百
五
十
七

条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
執
行

規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
法
第
百
六
十
四

条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
第
百
五
十
条
」
と
あ
る
の
は

「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
五
十
条
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
法
第
百
六
十
五
条
第
三
号
中
「
執
行
官
」
と
あ
る

の
は
『
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る

者
』
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
法
第
百

六
十
五
条
第
一
号
中
『
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る

所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
、

相
当
と
認
め
る
者
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
第
百
五
十
条

法
第
百
五
十
七
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
』
と
あ
る
の

号
及
び
法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
六
条
第

行
官
」
と
あ
る
の
は
『
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が

項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
百
六
十
五
条
第
三
号
中
「
執

」
と
あ
る
の
は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第

は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、

一
一
第
一
項
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「

一
項
中
『
差
押
債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
』
と
、
同
条
第
二

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十

，
Ｉ
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第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第

、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
五
十
七
条

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条
第
五
項
」
と
、

第
二
十
七
条
中
「
差
押
債
権
者
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の

は
「
差
押
債
権
者
、
債
務
者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
」

機
関
』
と
、
一
‐
差
押
債
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
債
権

者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
第
百
三
十
五
条
中
『

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条

あ
る
の
は
『
債
務
者
、
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債
権
記
録

と
、
第
百
三
十
四
条
中
「
債
務
者
及
び
第
三
債
務
者
」
と

の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
一
項
」
と

の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第

一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ

十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条

第
五
項
」
と
、
第
二
十
七
条
中
「
差
押
債
権
者
及
び
債
務

者
’
一
と
あ
る
の
は
「
差
押
債
権
者
、
債
務
者
及
び
電
子
債

第
百
五
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
『
同
規
則
第
百
五

権
記
録
機
関
」
と
、
第
百
三
十
四
条
中
「
債
務
者
及
び
第

記
録
機
関
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

三
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
『
債
務
者
、
第
三
債
務
者
及
び

電
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
「
差
押
債
権
者
』
と
あ
る
の

は
『
差
押
債
権
者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
第
百

三
十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
あ
る
の
は

「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
七
条
第
一
項
．
一
と
、
同
条
第
一
項
中
『
次
に
掲
げ

る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
電
子
債
権

多
ｇ
ｅ
ｒ
、
◇
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る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
電
子
債
権
記
録
機
関
に
あ

っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
と
、
同

項
第
一
号
中
『
そ
の
種
類
及
び
額
（
金
銭
債
権
以
外
の
債

権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
金

額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
番
号
（
電
子
記
録
債
権
法
第
十

六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録
番
号
を
い
う
。
）

そ
の
他
当
該
電
子
記
録
債
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押
え
」
と
あ
る
の
は

『
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、
「
差
押
命
令
、
差

押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
』
と
あ
る
の
は
「
差
押
命
令
又

は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と
、
第
百
三
十

六
条
第
二
項
中
「
第
三
債
務
者
に
送
達
さ
れ
た
場
合
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
に
送

／

び
第
三
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
「
差
押
債
権
者
、
第
三
債

記
録
機
関
に
送
達
さ
れ
た
場
合
」
と
、
「
差
押
債
権
者
及

れ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債
権

差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
』
と
あ
る
の
は

’
一
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、
『

号
を
い
う
。
）
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
債
権
を
特
定
す
る

録
債
権
法
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録
番

債
権
以
外
の
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
』
と
あ
る

。
〉
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
種
類
及
び
額
（
金
銭

と
、
第
百
三
十
六
条
第
二
項
中
「
第
三
債
務
者
に
送
達
さ

た
め
に
必
要
な
事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押
え

の
は
『
そ
の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
番
号
（
電
子
記

『
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」

。
●
心
し
▲
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十
五
条
第
四
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「

達
さ
れ
た
場
合
」
と
、
「
差
押
債
権
者
及
び
第
三
債
務
者

」
と
あ
る
の
は
「
差
押
債
権
者
、
第
三
債
務
者
及
び
電
子

債
権
記
録
機
関
」
と
、
「
第
三
債
務
者
は
差
し
押
さ
え
ら

れ
た
債
権
に
つ
い
て
支
払
又
は
引
渡
し
を
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た

電
子
記
録
債
権
に
つ
い
て
支
払
を
し
て
は
な
ら
ず
、
電
子

債
権
記
録
機
関
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
電
子
記
録
債
権
に

つ
い
て
電
子
記
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
第
百
三
十

法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
一
‐
第
百
五
十
条

七
条
中
「
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第’

百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五

Ｉ

１

Ｉ

１

４

１

１

１

の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第

I

第
一
項
」
と
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
里
別
項
」
と
あ

す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
第
百
四
十
四
条
中

条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
四
条

あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用

る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

と
、
第
百
三
十
七
条
中
「
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と

な
ら
ず
、
電
子
債
権
記
録
機
関
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
電

押
さ
え
ら
れ
た
電
子
記
録
債
権
に
つ
い
て
支
払
を
し
て
は

子
記
録
債
権
に
つ
い
て
電
子
記
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

務
者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
』
と
、
「
第
三
債
務
者
は

差
し
押
さ
え
ら
れ
た
債
権
に
つ
い
て
支
払
又
は
引
渡
し
を

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
は
差
し

「
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十

『
Ｄ
Ｂ
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条
第
四
項
又
は
第
五
項
』
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の

第
六
項
』
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に

十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
四

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と
、
「
同

五
項
，
一
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
中
一
．
法
第
百
五
十
五
条

項
又
は
第
五
項
』
と
、
第
百
四
十
四
条
中
『
法
第
百
六
十

四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
」
と
、

第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十

七
条
第
一
項
』
と
、
前
条
第
五
項
中
「
電
子
記
録
債
権
譲

渡
命
令
』
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

ぴ
に
同
条
第
二
項
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
』
と
あ
る
の

規
定
す
る
債
権
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

中
「
代
金
の
納
付
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
同
条
第
三
項
及

十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
一

条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
に

は
「
配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
』
と
、
法
第

び
第
四
項
中
「
代
金
の
納
付
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第

項
に
規
定
す
る
転
付
命
令
」
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項

子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
』
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条
の

八
十
五
条
第
一
項
中
「
第
八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
前
条
第
五
項
中
「
電

る
各
債
権
者
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十

一
項
中
『
不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
並
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転
付
命
令
」
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
代
金
の
納

付
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「

代
金
の
納
付
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
不
動

産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
‐
｜
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
二

項
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
一
‐
配
当
等
を

実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
法
第
八
十
五
条
第
一

項
中
「
第
八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
債
権
者
’
一

と
あ
る
の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
権

者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
命
令
の
一
部
を
取
り
消
す

決
定
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ

２
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
差
押
命
令
の
一
部
を
取
り
消
す
決
定
が
効
力

を
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
の
変
更
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の
旨
の
変
更
記
録
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
執
行
の
手
続
へ
の
移
行
）

第
百
五
十
条
の
十
六
第
百
五
十
条
の
十
第
一
項
の
差
押
命

令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
電
子
記
録
債
権

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
差
押
え
に
係
る
電

子
記
録
債
権
が
記
録
さ
れ
て
い
る
債
権
記
録
が
そ
の
効
力

を
失
っ
た
と
き
は
、
事
件
は
、
当
該
電
子
記
録
債
権
の
内

容
を
そ
の
権
利
の
内
容
と
す
る
債
権
に
対
す
る
債
権
執
行

の
手
続
に
移
行
す
る
。

２
（
略
）

３
第
三
債
務
者
に
差
押
命
令
が
送
達
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
電
子
債
権
記
録
機
関
に
差
押
命
令
が
送
達
さ
れ

て
い
な
い
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
債
権
に
対
す
る

第
百
五
十
条
の
十
六
第
百
五
十
条
の
十
第
一
項
の
差
押
命

３
第
三
債
務
者
に
差
押
命
令
が
送
達
さ
れ
て
い
る
場
合
に

２
（
同
上
）

執
行
の
手
続
に
移
行
す
る
。

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
差
押
え
に
係
る
電

令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
電
子
記
録
債
権

記
録
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

容
を
そ
の
権
利
の
内
容
と
す
る
指
名
債
権
に
対
す
る
債
権

お
い
て
、
電
子
債
権
記
録
機
関
に
差
押
命
令
が
送
達
さ
れ

‘

て
い
な
い
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
指
名
債
権
に
対

を
失
っ
た
と
き
は
、
事
件
は
、
当
該
電
子
記
録
債
権
の
内

子
記
録
債
権
が
記
録
さ
れ
て
い
る
債
権
記
録
が
そ
の
効
力

（
債
権
執
行
の
手
続
へ
の
移
行
）

′
『
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第
百
五
十
六
条
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条
及
び
第

第
百
五
十
七
条
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
（
法
第
百
七
十

差
押
え
の
効
力
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
移
行
の
時
に
生

ず
る
。

（
目
的
物
を
第
三
者
が
占
有
す
る
場
合
の
引
渡
し
の
強
制

執
行
）

百
三
十
五
条
の
規
定
は
、
第
三
者
が
強
制
執
行
の
目
的
物

を
占
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
物
の
引
渡
し
の
強
制
執

行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

添
付
書
類
）

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
立
書
に
は
、
第
二
十
一
条
第
一

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
を
い

（
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
の
申
立
書
の
記
載
事
項
及
び

第
百
五
十
六
条
第
百
三
十
三
条
か
ら
第
百
三
十
五
条
ま
で

（
新
設
）

す
る
差
押
え
の
効
力
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
移
行
の
時

少

に
生
ず
る
。

準
用
す
る
。

執
行
）

い
る
場
合
に
お
け
る
物
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
に
つ
い
て

の
規
定
は
、
第
三
者
が
強
制
執
行
の
目
的
物
を
占
有
し
て

（
目
的
物
を
第
三
者
が
占
有
す
る
場
合
の
引
渡
し
の
強
制

102－63－



21
三I 二’け

れ
ば
な
ら
な
い
。

’

口

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
駄
句
事
剰
示
豐
は
訓
１
凶
州
掴

一
子
の
氏
名

ｌ

ｌ

げ

る

方

法

に

よ

る

子

の

引

渡

し

の

強

制

執

行

を

求

め

る

事
由
に
該
当
す
る
具
体
的
な
事
実

前
項
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
ス
勤
冒
調
劃
獺
削
判
叫
刺

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
０
Ⅱ
１
１
１
１
Ⅱ
ｌ
ｌ
Ｉ
４

と
き
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

４

４

４

！

８

１

１

１

４

１

州

当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

の
理
由
及
び
子
の
住
所

辱
》
セ
マ
丁
ぴ
》
日
玖
抽
睡
－
）
グ

Ｉ
１
４
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該

法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に

伊

身
■
ざ
Ｐ
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第
百
五
十
八
条
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に

二’ ’

I
’ 規

定
す
る
子
の
監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
（
以
下

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本

一
債
権
者
及
び
債
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
、

『
引
渡
実
施
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
旨
の
申
立
書
に
は

ぴ
当
該
決
定
の
確
定
に
つ
い
て
の
証
明
書

第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
謄
本
及

代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
債
権
者
の
生
年
月
日

一
ス
ー
子
α
弓
涯
し
ぴ

型
条
第
二
鴎
一
案
一
面

出
条
毫
一
宴
毫
一
コ
弓
一
』
壱
づ
ｚ
】

Ｘ
署

（
新
設
）

（

104－65‐



二I四’ 三’五’’’
一
ハ七

引
渡
実
施
を
希
望
す
る
期
間

号
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
を
含
む
。
）

ｑ

旬

Ｉ

ｑ

Ｉ

４

１

ｌ

実

施

を

行

う

こ

と

を

相

当

と

す

る

理

由

並

び

に

法

第

百I
七
十
五
条
第
三
項
の
許
可
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

法
第
百
七
十
五
条
第
六
項
の
決
定
が
あ
る
と
き
は
、

首
の
氏
名
又
ば
程
稔
乃

際
は
陥
土
宮
▽
〈
閏
縄
う
て
ぴ

削
号
に
鏡
走
す
る
塩

膜
稜
者
勿
住
雇

⑫
》
伏
繧

瞬
践
者
勿
占
有
す
そ
蝮

的
郵
便
番
己

場
所
α
吉

庵
ヨ
エ
璽
律

105
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21
’三’ 二’ 号

の
規
定
に
よ
る
決
定
の
正
本
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書

四I 類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
の
占
有
者
の
同
意
に
代
わ
る
許
可
の
申
立
て
の
方
式
等

一
債
務
者
及
び
子
の
写
真
そ
の
他
の
執
行
官
が
引
渡
実

（
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
所
以
外
の
場

前
項
の
申
立
書
に
は
、
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
一

施
を
行
う
べ
き
場
所
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
識
別
す

当
該
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
文
書

当
該
決
定
の
謄
本

る
ご
と
が
で
き
る
資
料

債
務
者
及
び
子
の
生
活
状
況
に
関
す
る
資
料

法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
許
可
が
あ
る
と
き
は
、

法
第
百
七
十
五
条
第
六
項
の
決
定
が
あ
る
と
き
は
、

見
呼
も

－67－ 106



第
百
五
十
九
条
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
申
立
て
は
、

21第
百
六
十
条
法
第
百
七
十
五
条
第
六
項
の
申
立
て
は
、
次

訓な

い
。

二’ 一I’
｜
い
◎

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

つ
い
て
準
用
す
る
。

一
法
第
百
七
十
五
条
第
六
項
の
代
理
人
と
な
る
べ
き
者

（
法
第
百
七
十
五
条
第
六
項
の
申
立
て
の
方
式
等
）

第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
書
面
に

申
立
て
の
理
由

子
の
住
居
及
び
そ
の
占
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

（
新
設
）

（
新
設
）

／
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21第
百
六
十
一
条

二’
ｌ
ｑ
０
■
ｄ
ｑ
ｑ
０
■
ｑ
４
１
４
１
１
１
１
９
９
９
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
４
ｄ
１
１
１
４
１
１
１
４
１
１
４
１

施
を
行
う
べ
き
場
所
の
状
況
並
び
に
引
渡
実
施
の
実
現
の

１

１

４

１

１

４

１

４

１

４

４

０

４

０

１

１

１

４

４

１

１

４

‐

見

込

み

に

つ

い

て

の

情

報

並

び

に

債

権

者

及

び

法

第

百

七

つ
い
て
準
用
す
る
。

報
の
提
供
そ
の
他
の
引
渡
実
施
に
係
る
手
続
の
円
滑
な
進

Ｉ

Ｉ

１

４

Ｊ

１

行

の

た

め

に

必

要

な

協

力

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

の
氏
名
及
び
住
所

旦
条
第
六
匿
の

申
立
て
の
理
由

１
フ
、
生
届

執
行
官
は
、
引
渡
実
施
を
求
め
る
申
立
て

葵
、
す
る

瞬
權
害
碧
グ

頃
の
輻
規
｛
疋
ば
、
前
躍
一
の
窒
冨
面

狼
．
沖
》
、
詞
ソ
『
参
（

叱
生
涯

邸
欺
口
目
筬

（
新
設
）

ィ
△
ひ

108
‐69－



2131
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
１
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
す
る
に
際
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事

１

訴

訟

法

（

平

成

十

五

年

法

律

第

百

九

号

）

第

三

十

四

条

第

十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
（
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
事

帆
又
園
子
α
弓
涯
し
げ

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二

師
ソ
『
ｖ
〈
檀
耐
ぬ
一
国
后

例
は
、
華
馴
澪
嘱
の
鮨

）
事
件
の
蒔
鹿

一
事
僻
グ

産
す
る
擴
耗
α
午

又
日
個
》
丁
グ

ヨ
ヲ
〆
。

【

109－70－



41第
百
六
十
二
条
引
渡
実
施
が
終
了
し
た
と
き
（
執
行
官
が

Ｉ
き
る
。

断
を
し
た
裁
判
所
技
宮
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で

し
、
又
は
取
得
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
閲
覧
又
は

次
条
の
規
定
に
よ
り
引
渡
実
施
に
係
る
事
件
を
終
了
さ
せ

そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
執
行
官
は
、
債
務
者
（
債
務
者

で
き
な
い
。

（
引
渡
実
施
の
終
了
の
通
知
） I

損
（
肩
脚
汁
睡
建

串
岨
斗
９
ｚ
』
申
塚
△
ロ
《
包
今
己
堀

汎
藷
査
宮
及
び
辰
法
笙

電
宋
一
層

琵
二
西
語

（
新
設
）
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第
百
六
十
三
条

二I 一’ ｡’ 、
引
渡
実
施
に
係
る
事
件
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

引
渡
実
施
に
係
る
事
件
の
終
了
）

場
所
の
占
有
者
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

お
い
て
引
渡
実
施
を
行
っ
た
と
き
は
、
債
務
者
及
び
当
該

１Ｊ１

の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
執
行
官
は

α
住
雇
そ
の
紬
債
稜
者
か
占
有
す
る
場
所
以
外
の
塲
乖

Ｉ

（
引
渡
実
施
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の

な
い
と
き
。

ｌ

ｌ

Ｉ

引
渡
実
施
を
行
う
べ
き
場
所
に
お
い
て
子
に
出
会
つ

４

１

４

１

１

‐

引
渡
実
施
を
行
う
べ
き
場
所
に
お
い
て
子
に
出
会
わ

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
引
渡
実
施

（
新
設
）
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第
百
六
十
四
条

一’

可
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
吟
八
個
倒
鮒
川
副
卦
劃
劉
割
引
羽
訓
剛
副
倒
馴

三I調
書
に
は
、
第
十
三
条
第
四
項
湾
判
劃
矧
制
馴
珂
叫
制
劉
司
刷
剴

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
０
１
ｊ
■
■
■
■

（
引
渡
実
施
に
係
る
調
書
の
記
載
事
項
）

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

１
１
１
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
１
１
ｑ
、
１
日
■
■
ｑ
■

項
の
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、

な
い
と
き
。

ｍ

引
渡
実
施
を
行
っ
た
場
所

債
権
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
蛾
農
詞
目
網
引
詞
通
到
調
詞
刈

巽
一
晤
一
第
一
己

α
謹
画
調

雫
禾
河
ハ
自
弓
、
王

（
新
設
）
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第
百
六
十
五
条
法
第
百
七
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
執
行
文
の
付
与
の
申
立
書
に
は
、
第
十
六
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
る
執
行
文
の
付
与
を
求
め
る
旨
及
び
そ
の
事
由
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
六
条
か
ら
第
百
六
十
九
条
ま
で
削
除

（
削
る
）

二’三’

一

子
の
表
示

（
執
行
文
付
与
の
申
立
書
の
記
載
事
項
）

場
所
に
お
け
る
引
渡
実
施
を
相
当
と
認
め
た
場
合
に
は

債
務
者
の
占
有
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
り
、
当
該

、
そ
の
事
由

引
渡
実
施
を
行
っ
た
場
所
が
債
務
者
の
住
居
そ
の
他

’

第
百
五
十
八
条
か
ら
第
百
六
十
九
条
ま
で
削
除 ’

第
百
五
十
七
条
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の

（
新
設
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
る
執
行
文
の
付
与
を
求
め
る
旨
及
び
そ
の
事
由
を
記
載

規
定
に
よ
る
執
行
文
の
付
与
の
申
立
書
に
は
、
第
十
六
条

（
執
行
文
付
与
の
申
立
書
の
記
載
事
項
）
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（
振
替
社
債
等
に
関
す
る
担
保
権
の
実
行
）

第
百
八
十
条
の
二
（
略
）

２
法
第
百
八
十
二
条
か
ら
法
第
百
八
十
四
条
ま
で
、
法
第

百
九
十
三
条
第
一
項
前
段
及
び
法
第
百
九
十
四
条
並
び
に

前
章
第
二
節
第
八
款
（
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
六
十
二
条
及
び

第
百
三
十
三
条
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
七
十
九
条

第
一
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等
に
関
す
る
担
保
権
の
実
行

に
つ
い
て
、
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
振
替
社

債
等
に
関
す
る
一
般
の
先
取
特
権
の
実
行
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
中

一
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
等
』
と
読
み
替
え
る
も
の
と

「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
五
十
条
の
三
第

第
百
八
十
条
の
二
（
略
）

２
法
第
百
八
十
二
条
か
ら
法
第
百
八
十
四
条
ま
で
、
法
第

第
百
三
十
三
条
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
七
十
九
条

に
つ
い
て
、
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
振
替
社

債
等
に
関
す
る
一
般
の
先
取
特
権
の
実
行
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
中

第
一
項
の
規
定
は
振
替
社
債
等
に
関
す
る
担
保
権
の
実
行

す
る
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
六
十
二
条
及
び

前
章
第
二
節
第
八
款
（
第
百
五
十
条
の
『
八
に
お
い
て
準
用

百
九
十
三
条
第
一
項
前
段
及
び
法
第
百
九
十
四
条
並
び
に

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
第
三
債
務
者
’
一
と
あ
る
の
は
、
「
振
替
機
関
等
」
と
読

（
振
替
社
債
等
に
関
す
る
担
保
権
の
実
行
）
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す
る
。

（
遺
産
の
分
割
の
た
め
の
競
売
に
お
け
る
換
価
代
金
の
交

付
）

第
百
八
十
一
条
家
事
事
件
手
続
法
第
百
九
十
四
条
第
一
寝

の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
基
づ
い
て
競
売
が
申
し
立
て
ら
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
換
価
の
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、

執
行
裁
判
所
又
は
執
行
官
は
、
換
価
代
金
か
ら
競
売
の
費

用
で
必
要
な
も
の
を
控
除
し
た
金
銭
を
、
同
条
第
六
項
又

は
同
法
第
二
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
財

産
の
管
理
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’
第
四
章
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査

I
第
一
節
財
産
開
示
手
続

第
百
八
十
一
条
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律

、
換
価
の
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
又
は

第
五
十
二
号
）
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁

付
…

執
行
官
は
、
換
価
代
金
か
ら
競
売
の
費
用
で
必
要
な
も
の

判
に
基
づ
い
て
競
売
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
財
産
の
管
理
者
に
交

を
控
除
し
た
金
銭
を
、
同
条
第
六
項
又
は
同
法
第
二
百
条

（
遺
産
の
分
割
の
た
め
の
競
売
に
お
け
る
換
価
代
金
の
交

I
第
四
章
財
産
開
示
手
続

（
新
設
）
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（
開
示
義
務
者
の
宣
誓
）

第
百
八
十
五
条
執
行
裁
判
所
が
法
第
百
九
十
九
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
開
示
義
務
者
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、

裁
判
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
開
示
義
務
者
に
対
し
て
、
宣

第
百
八
十
七
条
法
第
二
百
五
条
第
一
項
、
法
第
二
百
六
条

誓
の
趣
旨
及
び
法
第
二
百
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定

の
内
容
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
（
略
）

第
一
項
又
は
法
第
二
百
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

及
び
添
付
書
類
）

（
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申
立
書
の
記
載
事
項

Ｉ
第
二
節

第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続

第
百
八
十
五
条
執
行
裁
判
所
が
法
第
百
九
十
九
条
第
七
項

２
（
同
上
）

（
新
設
）

規
定
に
よ
り
開
示
義
務
者
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、

誓
の
趣
旨
及
び
法
第
二
百
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の

裁
判
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
開
示
義
務
者
に
対
し
て
、
宣

内
容
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の

（
開
示
義
務
者
の
宣
誓
）

（
新
設
）
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一’三’ 二I
氏
名
及
び
住
所

務
者
が
所
有
権
の
登
記
名
義
人
で
あ
る
土
地
等
（
同
項

も
の
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
百

八
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
の
範
囲

申
立
て
の
理
由

端
二
百
五
条
第
一
塵
の
由

《
ｚ
》
竺
床
二
二
宿

胃
ボ
ブ
る
謂
窟

ヨ
ワ
ハ
寺
ｄ
ケ
己

の
情
報
取
橿

］
『
Ｉ
当
里
弄
［
》
宅
１
国

117－78－



3141
ｌ
■
■
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
４
１
１
１
４
１
１
１
１
１
１
１
１
４
ｌ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
４
１
１
４
ｑ
１
ｌ
４
ｌ
４
ｌ

第
百
八
十
八
条
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二

な

い
ロ

‐

ｌ

１

０

０

４

４

０

１

１

１

４

ｌ

１

４

１

４

４

０

４

４

４

１

０

０

１

１

１

１

１

１

１

１

４

４

得

手

続

の

申

立

書

に

限

る

。

）

に

は

、

申

立

て

の

日

前

三

刻
剖
馴
到
棚
制
叫
掘
州
嵐
四
名
１
Ｊ
出
年
月
日
及
び
性
別
そ
の
他
の

ｌ
Ｈ
０
１
１
１
１
１
ｌ
４
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
‐

年
以
内
に
財
産
開
示
期
日
に
お
け
る
手
続
が
実
施
さ
れ
た

書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

■
日
日
■
日
日
Ⅱ
８
８
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
Ｏ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
！
ｊ
１
１
１
１
１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
４
０
１
１
１
１
１
０
１
０
１
１
１
０
１
０
１
０
１
４
１
４
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
４
４
１

こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
讓
者
グ

（
裁
判
を
告
知
す
べ
き
者
の
範
囲
） I

第
一
孟
唄
の
申
立
室
【

栄
一
罹
損
価

買
主
ソ
ス
》
主
手
喧

乗
二
百季

る
第
二
一
麦 榮

一
瘻
又
感
法
華

（
新
設
）
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第
百
八
十
九
条

第
百
九
十
条

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｡’

’
１
１
■
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
０
１
１

き
は
、
そ
の
土
地
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
と
す
る

１

１

１

で

あ

る

土

地

等

の

存

否

及

び

そ

の

土

地

等

が

存

在

す

る

と

Ｉ

ｌ

ｉ

Ｉ

ｌ

１

１

に

あ

っ

て

は

、

債

務

者

の

所

属

す

る

部

局

の

名

称

及

び

所

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
そ
の
者
が
国
で
あ
る
場
合

切
咋
樮
国 旧

報
の
提
糾

ぬ
る
事
瘻
ば
債
潅
者
か
所
右

め
る
事
窮
〈
は
一
反
号
の
総
咋
与
α
寺

Ｉ
４
４
４
１
法
第
二
百
五
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
規

崇
二
筐

手
り

垂
ヨ
聡
Ｊ
逼
疋
“
舞
羊
．

歩
準
宋
一
画
弓
α
畠
郎
濤

瞳
幸
止
ウ
医

（
新
設
）

（
新
設
）
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21 第
百
九
十
一
条

21

‘
預
貯
金
債
権
を
取
り
扱
う
陶
製
覗
遡
訓
‐
圃
副
渕
叫
澗
鯏
蜘
剖
倒
梱

在
地
）
と
す
る
。

の
種
別
、
口
座
番
号
及
び
額
と
す
る
。

１

Ｉ

０

Ｉ

Ｉ

定
め
る
事
項
は
、
同
号
の
報
酬
又
は
賞
与
の
支
払
を
す
る

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
Ｊ

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
そ
の
者
が
国
で
あ
る
場
合

法
第
二
百
七
条
第
一
項
嫡
銅
．
号
耐
剴
飼
高
討
詞
判
覗
鐡
矧
則
制

法
第
二
百
六
条
第
一
項
第
二
号
の
最
高
裁
判
所
規
則
で

の
濫
脾
詰
灯
全
エ
唐

法
第
二
百
七
条
第
一
項
第
一
号
の
最
高
裁

叱
る
事
寝
ば
同
号
の
預
胖

（
新
設
）
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第
百
九
十
二
条
法
第
二
百
八
条
第
一
項
の
情
報
の
提
供
をI

定
す
る
振
替
社
債
等
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら

定
め
る
事
項
は
、
債
務
者
の
有
す
る
振
替
社
債
等
（
社
債

す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
同
項
の
書
面
の
写
し
を
提
出
し

定
す
る
振
替
機
関
等
を
い
う
。
）
の
備
え
る
振
替
口
座
簿

れ
た
振
替
機
関
等
（
法
第
二
百
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規

、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
二
百
七
十
九
条
に
規

振
替
社
債
等
の
銘
柄
及
び
額
又
は
数
と
す
る
。

否
並
び
に
そ
の
振
替
社
債
等
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の

た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
存

に
お
け
る
債
務
者
の
口
座
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ

（
情
報
の
提
供
の
方
法
等
）

（
新
設
）

－82‐ 121



；

21
’

１

１

４

１

１

０

１

１

Ⅱ

１

Ⅱ

１

Ⅱ

１

１

０

Ｉ

１

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

０

０

ｌ

１

１

ｌ

４

１

１

Ｊ

Ｉ

４

Ｉ

Ｉ

１

‐

１

０

‐

第

百

九

十

三

条

法

第

二

百

五

条

第

一

項

、

法

第

二

百

六

条

写
し
を
発
送
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

申
立
て
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は

第
一
項
又
は
法
第
二
百
七
条
第
・
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

、
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
の
告
知
を
受

第
一
項
又
は
法
第
二
百
六
条
第
一
項
の
申
立
て
を
認
容
す

け
た
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
及
び
法
第
二
百
五
条

る
決
定
の
送
達
を
受
け
た
債
務
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を

｛
り
繧
耗
②
醒

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

理
又
増

〕
そ

ジ
口
。
《
川
畑

菱
し
種

）
、
。
．
『
又
侭
胴
余
壷

（
新
設
）
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21
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。I

０

１

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

ｌ

１

ｌ

ｌ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

‐

１

１

項

第

六

号

若

し

く

は

第

七

号

に

掲

げ

る

文

書

が

提

出

さ

れ

Ｉ

１

Ｉ

１

１

１

４

１

た

と

き

は

、

裁

判

所

書

記

官

は

、

申

立

人

及

び

当

該

情

報

。’
！

１

ｌ

Ｉ

ｌ

１

１

１

出

さ

れ

た

旨

及

び

そ

の

要

旨

並

び

に

こ

れ

ら

の

文

書

の

提

出
に
よ
る
執
行
停
止
が
効
力
を
失
う
ま
で
、
当
該
情
報
の

提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
債
務
者
の
財
産
に
係
る
情
報
を

畢
宋
二
雷

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

張
望
や
十
』
国

１

４

４

法

第

二

百

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

決

定

が

情

報

の

提

唱
築
八
画
巧
又
縄
注
穿
震

湾
薄
さ
れ
た
霞
△
ロ

準
用
す
る
注
笙

123－84‐



31

１

１

Ⅱ

１

１

ｌ

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

０

ｌ

Ｉ

ｌ

０

０

１

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

申

立

人

、

同

項

に

規

定

す

る

決

定

の

告

知

を

受

け

た

情

報

■

■

１

０

１

１

１

Ⅱ

ｌ

ｌ

ｌ

１

Ｉ

Ｉ

０

１

１

１

０

１

０

０

４

４

４

４

１

４

１

４

４

１

１

送

達

を

受

け

た

債

務

者

に

告

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

Ｉ

ａ

ｑ

■

■

■

■

■

凸

■

■

召

■

日

田

Ｕ

ｑ

ｑ

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

日

日

１

日

１

１

０

９

０

０

日

８

０

０

０

０

０

０

４

４

０

４

０

“

Ｈ

ｑ

Ｉ

１

０

０

１

■

０

１

４

４

１

１

‐

１

４

ｑ

ｑ

４

４

４

４

４

●

０

４

１

４

１

１

ｌ

ｌ

１

ｌ

は

法

第

二

百

六

条

第

一

項

の

申

立

て

を

認

容

す

る

決

定

の

邑
掴
一
工
崖
需
デ
ー
自
国

宋
一
潅
浜
の
津

取
り
罐
す
崖
日
α
訣
一
疋
掴

稲
一
層
浜
ワ

124-85－



件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

第
二
条
関
係
Ｉ
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事

（
子
の
返
還
の
強
制
執
行
の
申
立
書
の
記
載
事
項
及
び
添
（
子
の
返
還
の
強
制
執
行
の
申
立
害
の
記
載
事
項
及
び
添

付
書
類
・
法
第
百
三
十
四
条
等
）
付
書
類
・
法
第
百
三
十
四
条
等
）

弟
八
十
四
条
子
の
返
還
の
強
制
執
行
（
法
第
百
三
十
四
条
第
一
八
十
四
条
子
の
返
還
の
強
制
執
行
（
法
第
百
三
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
返
還
の
強
制
執
行
を
い
う
。
第
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
返
還
の
強
制
執
行
を
い
う
。
第

Ｉ
九
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
立
書
に
は
、
民
事
執
行

規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
二
の
申
立
書
に
は
．
民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高

十
一
条
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
事
項
・
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

新

、

弔
未
一
二
麿
云
隅
ス
パ
ノ
室

旧

に
お
い
て
同
じ
。
）

－86‐ 125



一
・
二
（
略
）

三
子
の
返
還
の
代
替
執
行
（
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
を
求
め
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
ー
ハ
（
略
）

ｌ

に
規
定
す
る
子
の
返
還
の
代
替
執
行
を
い
う
．
以
下
こ

Ｉ
■
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
．
’
ｑ

の
号
、
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
八
十
六
条

二IＩ

Ｉ

Ｉ

１

１

１

ホ
法
第
百
三
十
六
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当

に
該
当
す
る
具
体
的
な
事
実

子
の
返
還
の
代
替
執
行
を
求
め
る
理
由

の
自
巧
に
距
幅

醜
Ｆ
返
砦

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
子
の
返
還
の
代
替
執
行
（
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項

一
・
二
（
同
上
）

ｌ

に
規
定
す
る
子
の
返
還
の
代
替
執
行
を
い
う
。
次
項
第

イ
ー
ハ
（
同
上
）

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

１

Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

二
号
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
求
め
る

（
新
設
）

（
新
設
）

■
〃
。

126－87‐



２
前
項
の
申
立
書
に
は
、
確
定
し
た
子
の
返
還
を
命
ず
る

終
局
決
定
の
正
本
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
子
の
返
還
の
代
替
執
行
を
求
め
る
と
き
は
、
前
項
第

三
号
口
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
の
写
し

三’

事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
百
七
十

と
し
て
子
の
返
還
の
代
替
執
行
を
求
め
る
と
き
は
、
民

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
謄
本
及
び
当
該
決

法
第
百
三
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由

「

２
前
項
の
申
立
書
に
は
、
確
定
し
た
子
の
返
還
を
命
ず
る

終
局
決
定
の
正
本
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’

二
子
の
返
還
の
代
替
執
行
を
求
め
る
と
き
は
、
民
事
執

一
（
同
上
）

（
新
設
）

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
の
写
し

確
定
に
つ
い
て
の
証
明
書
並
び
に
前
項
第
三
号
口
に
掲

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
謄
本
及
び
当
該
決
定
の

行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
百
七
十
二
条

127－88－



第
八
十
五
条
削
除

定
の
確
定
に
つ
い
て
の
証
明
書

’

第
八
十
五
条
法
第
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

二I 一I三I 放
実
施
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
旨
の
申
立
書
に
は
、
次

第
百
四
十
条
等
）

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
房
。
『
了
〃

び
に
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

並
び
に
日
本
国
内
に
お
け
る
居
所
及
び
連
絡
先

号
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
を
含
む
。
）

債
権
者
及
び
債
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

債
権
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
び
電
話
番

返
還
実
施
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
住
所

の
串
中
立
聿
冨
の
一
言
師
載
事
罹

＄

燕
室
汽
ｄ
高
山
湾

圭
雪
幸
手

128－89‐



21
五’ 四’’’

｛
ハ七

解
放
実
施
を
希
望
す
る
期
間

■

１

１

■

Ｉ

Ｈ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

１

４

０

４

ｄ

１

‐

Ｉ

１

１

４

０

０

１

Ｉ

１

Ｉ

１

１

１

１

１

１

４

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

０

４

６

４

に

お

け

る

民

事

執

行

法

第

百

七

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
ラ
〆
ａ

‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｑ
Ｉ
０
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
‐
‐
‐

お
い
て
解
放
実
施
を
求
め
る
と
き
は
、
当
該
場
所

詞
叫
咽
劃
制
創
叫
劉
川
副
引
掴
１
刈
曼
該
場
所
、
当
該
場
所
を
占

ｌ
ｑ
ｌ
ｑ
ｑ
ｑ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
１
１
１
１
１

解
放
実
施
を
行
う
こ
と
を
相
当
と
す
る
理
由

周
、
言
ソ
ｚ
・
士
白
び
叫
丘

訓
割
削
矧
制
制
割
引
創
鬮
訓
洲
劉
州
の
場
所
に
お
い
て
解
放

荊
州
劃
劉
劉
１
鍛
創
明
月
日
、
性
別
及
び
住
所

厘
携
者
の
住
居
そ
α
他
權

弔
一
産

〕
匡
旧
諭
趣
昭

鰯
返
堅
屈
め
代
替
尋
行
〃

印
占
有
す
る
頚

印
返
唾
遠
α
件
隅
材
宮

129‐90－



第
八
十
六
条
子
の
返
還
の
代
替
執
行
の
手
続
に
お
け
る
民

２
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行

事
執
行
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
が

あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

旨
を
外
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
（
以
下
「
解
放
実
施
‐
’

法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
子
の

（
子
の
返
還
の
代
替
執
行
に
関
す
る
通
知
）

第
八
十
六
条
子
の
返
還
の
代
替
執
行
の
決
定
が
あ
っ
た
と

２
解
放
実
施
を
求
め
る
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
執
行

三I 二I

１
口

一
子
の
生
。
年
月
日
を
証
す
る
書
類
の
写
し

大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

宮
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
に
通
知
し
な
け

き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
外
務

（
子
の
返
還
の
代
替
執
行
に
関
す
る
通
知
）

施
を
行
う
べ
き
場
所
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
資
料

債
務
者
及
び
子
の
生
活
状
況
に
関
す
る
資
料

債
務
者
及
び
子
の
写
真
そ
の
他
の
執
行
官
が
解
放
実

〆

130-91-



（
解
放
実
施
に
関
す
る
外
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
八
十
七
条
（
削
る
）

宮
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
に
通
知
し
な
け

と
い
う
。
）

れ
ば
な
ら
な
い
。 を

求
め
る
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
執
行

第
八
十
七
条

引
劃
到
司
期
創
則
叫
前
倒
圀
旬
間
騏
鷺
す
剛
Ｉ
債
務
者
及
び
子
の
生
活II

Ｉ
１
ｌ
１
状
況
、
解
放
実
施
を
行
う
べ
き
場
所
の
状
況
、
解
放
実
施

Ｉ

し
た
債
権
者
及
び
返
還
実
施
者
に
対
し
、
解
放
実
施
を
行

Ｉ
１
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
解
放
実
施

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
係
る
手
続
の
円
滑
な
進
行
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求

（
解
放
実
施
に
関
す
る
樹
鯛
凰
創
鞘
伽
劇
劉
叫
顎
）

執
行
官
は
、
解
放
実
施
を
求
め
る
申
立
て
を

131
－92－



（
削
る
）

（
削
る
）

務
大
臣
の
立
会
い
の
方
法
そ
の
他
の
解
放
実
施
に
係
る
手

続
の
円
滑
な
進
行
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
外
務
大
臣
と
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

執
行
官
は
、
解
放
実
施
を
行
う
べ
き
場
所
に
お
け
る
外

213141

１
抗
告
裁
判
所
が
子
の
返
還
を
命
ず
る
終
局
決
定
を
し
た
場

■
■
Ⅱ
８
９
■
日
日
Ⅱ
日
日
■
日
日
■
Ⅱ
可
勺
ｑ
‐
０
Ⅱ
ｑ
ｑ
Ｏ
■
‐
ｑ
４
０
４
１
４
１
１
１
４
４
４
４
４
４
１
４
１
４
０
４
４
１
’
’
’
’
’
’
４
１
１
１
１
１
４
１
１
１
４
’
４
‐
’
４

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
の
返
還
の
強
制
執
行
を

ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
審
裁
判
所
で
あ
る
家
庭
裁
判
所
。

事
件
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
す

し
た
裁
判
所
は
、
解
放
実
施
に
関
し
、
執
行
官
に
対
し
、

子
の
返
還
申
立
事
件
又
は
子
の
返
還
の
強
制
執
行
に
係
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

荊
州
劉
凶
園
憩
斜
幽
列
劉
蕊
偽
向
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
（

（
同
上
）

馳
仁
哩
昼
唾
一
往
△
即
學
９
ス
》
椎
帳
再
演
繩

132－93－



（
削
る
）

51

I
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

口
１
１
項
の
事
実
の
調
査
を
し
た
家
庭
裁
判
所
調
査
官
及
び
法
第

解
又
は
調
停
に
お
い
て
子
の
返
還
の
合
意
を
調
書
に
記
載

判
所
）
又
は
子
の
返
還
を
命
ず
る
家
事
事
件
手
続
法
（
平

た
場
合
の
当
該
家
庭
裁
判
所
（
抗
告
裁
判
所
に
お
け
る
和

く
は
調
停
に
お
い
て
子
の
返
還
の
合
意
を
調
書
に
記
載
し

成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
審
裁
判
所
で
あ
る
家
庭
裁

ｌ

八

十

一

条

第

一

項

の

診

断

を

し

た

裁

判

所

技

官

に

意

見

を

項
の
規
定
に
よ
る
審
判
を
し
た
家
庭
裁
判
所
（
抗
告
裁
判 ’

133－94－



第
八
十
九
条
削
除

（
削
る
）

’

61第
八
十
九
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
解
放
実
施
の

口

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
停
に
代
わ
る
審
判
に
代

湘
刷
叫
荊
耐
劉
遇
劉
型
を
今
蝋
す
る
同
法
第
一
一
百
七
十
四
条
第
五
項

力
に
際
し
て
執
行
官
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
書
類
に

あ
る
家
庭
裁
判
所
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

わ

る

裁

判

を

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

第

一

審

裁

判

所

で

解
放
実
施
に
係
る
事
件
の
終
了
）

交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
執
行
官
は
、

つ
い
て
は
、
そ
の
閲
覧
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の

（
解
放
実
施
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の

ｌ

第

二

項

か

ら

前

項

ま

で

の

規

定

に

基

づ

く

協

議

又

は

協

〃
］
濁
声

造
尾
さ
胸

134－95－



（
削
る
）

第
九
十
条

一I二I三I
（
解
放
実
施
に
係
る
調
書
の
記
載
事
項
）

子
に
出
会
わ
な
い
と
き
。

制
剴
尉
州
剛
割
側
個
鯛
僻
螢
実
施
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

馴
矧
到
凋
圃
斜
叫
洲
到
倒
Ⅶ
引
引
＆
勇
剰
似
仙
『
の
事
情
に
よ
り
、
執

そ
れ
が
あ
る
と
き
。

罰
民
事
歓
行
観
鼬
壁

乗
兀
二
損
壁
宋
一
［

宋
六
瘤
埠
の
熊

135－96‐



第
九
十
条
（
略
）

（
執
行
事
件
の
記
録
の
正
本
等
の
様
式
及
び
閲
覧
等
・
法

第
百
四
十
三
条
）

（
民
事
執
行
規
則
の
準
用
等
）

第
九
十
一
条
（
同
上
）

三’第
百
四
十
三
条
）

二’ ’ 載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
八

一
解
放
実
施
を
行
っ
た
場
所

（
執
行
事
件
の
記
録
の
正
本
等
の
様
式
及
び
閲
覧
等
・
法 I

、
そ
の
事
由

債
務
者
の
占
有
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
り
、
当
該

子
の
表
示

解
放
実
施
を
行
っ
た
場
所
が
債
務
者
の
住
居
そ
の
他

136－97－



第
九
十
一
条

１

放

実

施

を

求

め

る

旨

の

申

立

書

に

つ

い

て

、

同

規

則

第

百

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
法
第
百
七
十
五
条

Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
Ⅱ
ｑ
Ｉ
Ｊ
ｑ
Ｉ

五
十
九
条
の
規
定
は
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

第
六
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
百
六
十
一
条
か

用
す
る
民
事
執
行
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
申
立
て
に

第
一
項
第
五
号
中
『
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
』
と
あ
る

ら
第
百
六
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
解
放
実
施
に
つ
い
て
準

十
八
号
）
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
百
五
十
八
条

つ
い
て
、
同
規
則
第
百
六
十
条
の
規
定
は
法
第
百
四
十
条

の
は
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る

民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
八
条
の
規
定
は
解

I

（
新
設
）

－98－ 137



第
六
項
』
と
、
同
規
則
第
百
五
十
八
条
第
二
項
中
「
法
第

す
る
法
律
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
返
還

Ｉ

ｌ

百

七

十

四

条

第

一

項

第

一

号

」

と

あ

る

の

は

「

国

際

的

な

子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関

匿
事
上
亟
㈲

中
『
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
的

」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
同
規
則
第
百
五
十
九
条
第
一
項

な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に

の
代
替
執
行
の
手
続
に
お
け
る
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項

口
条
睾
聖
ハ
膣

ｎ
条
美
一
二
蔭

末
一
瞳

巽
す
る

α
，
Ｚ
篭
〃
』

牲
手
窄
稲
計
ソ
ス
シ
辻
ム
準
宋
雷

霞
際
錐
な
子
②
篝
翫

末
畳

138－99－



債
権
者
及
び

関
す
る
法
律
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
人
事
訴
訟
法

法
律
第
五
十
二
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

し
く
は
第
二
項
又
は
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年

側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
七
十
九
条

項
（
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
八
条
第

第
一
項
又
は
第
二
項
（
同
法
第
百
七
条
第
一
項
」
と
、
「

一
項
」
と
あ
る
の
は
一
，
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の

凪
累
砿
塞
振
一
二
雷

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関

末
百
九
巨
弓
）
垂

叱
ｚ
・
す
し
憎
路

慨
澤
函
酎
黙
車
床
百

139-100-



規
則
第
百
六
十
三
条
第
三
号
中
函
隠
確
割
制
創
叫
召
刷
矧
何
劃 Iｌ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
Ⅱ
１
１
０
‐
Ｉ
’
‐
１
１
１
１
’
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
ｌ
４
ｄ
Ｉ
ｌ
ｌ
■
口

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
三
条
」
と
、
同

‐

冊

１

口

側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の

次

条

』

と

あ

る

の

は

「

国

際

的

な

子

の

奪

取

の

民

事

上

の

１

Ｉ

Ｉ

Ｉ

項
（
同
法
第
百
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
協

ｍ

ｌ

Ｉ

第
六
十
条
第
一
項
（
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
Ⅱ
Ⅱ
口

る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
Ｉ
ｊ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

百
五
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
一
条
第
一

の
規
定
に
よ
る
協
議
」
と
、
同
規
則
第
司
利
判
１
コ
‐
須
刺
Ｊ

“
ｚ
・
午
４
日
附糞

、
す
る

醜
な
子
の
一
篝
取
の
臣

謁
す
る

- 101- 148



21

1
１
１
１
１
１
１

面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
条
第

Ｉ
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い

而

１

１

１

１

１

１

１

Ｉ

１

理

人

が

国

際

的

な

子

の

奪

取

の

民

事

上

の

側

面

に

関

す

る

も
の
と
す
る
。

る
居
所
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
、
子
の
生
年
月
日
を
証
す

の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
日
本
国
内
に
お
け

る
書
類
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
立
て
等
の
通
知
）

‐

Ｉ

１

ｌ

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

法

第

百

七

十

五

条

第

六

項

の

代

苔
、
債
権
者
又
は
国
際
飴
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
α
卿

塊
ｚ
・
旨
α
峠
ヰ
ユ
ソ
塞
窒
騰
環
胴

旦
条
第
九
蔭

勉
ｚ
一
ヶ
叫
閂
脂

（
申
立
て
等
の
通
知
）

141-102-



第
九
十
四
条
前
条
の
家
事
審
判
又
は
家
事
調
停
の
申
立
て

が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ

申
立
て
（
家
事
事
件
手
続
法

十
二
号
）

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
家
事
審
判
の
申
立
て
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
立
て
。

の
旨
を
外
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該

対
す
る
即
時
抗
告
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
審
判
（
審
判
に

家
事
調
停
事
件
が
裁
判
に
よ
ら
な
い
で
終
了
し
た
と
き
も

九
十
一
条
第
二
項
の
審
判
に
代
わ
る
裁
判
）
が
確
定
し
た

と
き
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
家
事
審
判
事
件
若
し
く
は

同
様
と
す
る
。

第
二
百
七
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
百
八
十
六

b

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五

第
九
十
四
条
前
条
の
家
事
審
判
又
は
家
事
調
停
の
申
立
て

申
立
て
（
家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
七
十
二
条
第
四
項
又

が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ

は
第
二
百
八
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
家
事
審
判
の

申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
申
立
て
・
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
に
係

る
審
判
（
審
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
が
さ
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
審
判
に
代
わ
る
裁

判
）
が
確
定
し
た
と
き
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
家
事
審

終
了
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
．

判
事
件
若
し
く
は
家
事
調
停
事
件
が
裁
判
に
よ
ら
な
い
で

の
旨
を
外
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該

142-103-



第
三
条
関
係
Ｉ
企
業
担
保
権
実
行
手
続
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

’
’

第
三
条
削
除

（
民
事
執
行
規
則
の
準
用
）

口

第
二
十
二
条
の
二
民
事
執
行
規
則
第
三
十
一
条
の
二
、
第

三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
中
期
日
入
札
に

係
る
部
分
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
五

十
条
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
か

新

（
民
事
執
行
規
則
の
準
用
）

第
二
十
二
条
の
二
民
事
執
行
規
則
第
三
十
二
条
、
第
三
十

三
条
、
第
三
十
四
条
中
期
日
入
札
に
係
る
部
分
、
第
三
十

八
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
条
（
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で

（
費
用
の
予
納
）

れ

ば

な

ら

な

い
0

続
の
費
用
と
し
て
裁
判
所
の
定
め
る
金
額
を
予
納
し
な
け

旧

144-105-



ら
第
三
十
七
条
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
の
七
、

第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十

六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
換
価
に
関
し
準

者
』
と
、
同
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
か
ら
第

押
債
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
実
行
の
申
立
て
を
し
た
債
権

五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一

条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項

、
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
七
条
中

『
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「
管
財
人
」
と
、
同
規
則
第
三

十
九
条
第
一
項
中
「
売
却
基
準
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
最

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
三
十
一
条
の

二
、
第
三
十
八
条
第
七
項
及
び
第
五
十
条
第
四
項
中
『
差

管
財
人
」
と
、
同
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
売
却
基

十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第

第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第

換
価
に
関
し
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則

条
及
び
第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、

準
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
最
低
競
売
価
額
』
と
読
み
替
え

を
除
く
。
）
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五

四
項
並
び
に
第
五
十
七
条
中
『
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「

る
も
の
と
す
る
。

四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、

145-106-



低
競
売
価
額
L一一

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８１
１

－

ｆ
ｌ
ｉ
ノ
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第
四
条
関
係
ｌ
執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

２
前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
民
事
執
行
規
則
第
一
２
前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、

●

第
二
十
六
条
の
三
民
事
執
行
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
又
一
第
二
十
六
条
の
三
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面

第
四
十
八
号
）
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
‐
（
平
成
二
十
五
年
法
律

は
第
二
項
（
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
子
の
監
謹
を
解
く
た
め

に
必
要
な
行
為
を
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
万
五

千
円
と
す
る
。

（
子
の
監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
）

新

法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
子
の
監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
を
す

る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
万
五
千
円
と
す
る
。

に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

（
子
の
監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
）

旧

国
際
的
な
子
の
奪

147- 108-



第
三
十
五
条
民
事
執
行
法
第
百
六
十
一
条
第
六
項
（
こ
れ

を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
証
書
の
作
成
の
費
用
（
法
第
十
条
第
一
項
第
十
号

）
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
に
定
め
る
書
記
料
の
額
は
、

一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲

げ
る
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
七
千
円
と
す
る
．

３
（
略
）

（
書
記
料
）

則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
九
十

百
六
十
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
（
国
際
的
な
子
の
奪
取

に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規

の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律

第
三
十
五
条
民
事
執
行
法
第
百
六
十
一
条
第
五
項
（
こ
れ

３
（
同
上
）

）
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
に
定
め
る
書
記
料
の
額
は
、

定
す
る
証
書
の
作
成
の
費
用
（
法
第
十
条
第
一
項
第
十
号

を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

規
則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
八

十
九
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
そ

律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る

は
、
七
千
円
と
す
る
。

取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法

の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額

（
書
記
料
）

148-109-



用
紙
一

枚
に
つ
き
百
五
十
円
と
す
る
。

！

－

用
紙
一

枚
に
つ
き
百
五
十
円
と
す
る
。

西

共

149－110－



第
五
条
関
係
Ｉ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

第
八
条
の
三

（
債
務Ｉ

の
額
） 債務

一’’ 号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

用
の
額
は
、
‐
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各

一
一

報
の
提
供

者
の
財
産
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
係
る
報
酬
等

百
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
情

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第

民
事
執
行
法
第
二
百
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

法
第
二
十
八
条
の
三
の
報
酬
及
び
必
要
な
費

÷

ぜ

し
た
場
今
ロ

新

’
一
一

千
円

一
一

ノ
へ

新 最
高訊

奴
）

裁
判
所
規
則
第
五
号

$

…

旧

150- lll-



別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

る
事
項
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
し
た
場
合

d 零M

‐

ｹI ヌ
グ

バ
リ
・
序 ，

ヰ

酉
。

Ｉ
二
千
円

別
表
第
一
一

（
第
二
条
の
二
関
係
）

9 尋

ろ 行 9 薯

ろ 行

151- 112-

一
～
四
（
略
）

項

上
澗

ー

下

欄

一

＄

四
（
同
上
）

頂
〆、

上
桶

下
欄



立
て
、
民
事
執
行
法
第
四
十
七

条
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
九

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判

所
書
記
官
の
処
分
に
対
す
る
異

議
の
申
立
て
、
同
法
第
五
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売
却

の
た
め
の
保
全
処
分
若
し
く
は

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
そ

の
取
消
し
若
し
く
は
変
更
の
申

立
て
、
同
法
第
五
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
地
代
等
の
代

払
の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
、

同
法
第
六
十
二
条
第
三
項
若
し

立
て
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五

十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
四
十

七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十

九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
裁

判
所
書
記
官
の
処
分
に
対
す
る

異
議
の
申
立
て
、
同
法
第
五
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売

却
の
た
め
の
保
全
処
分
若
し
く

は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

そ
の
取
消
し
若
し
く
は
変
更
の

申
立
て
、
同
法
第
五
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
地
代
等
の

代
払
の
許
可
を
求
め
る
申
立
て

〆
・
け
い
』
。

152-113-



く
は
第
六
十
四
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
裁
判
所
書
記
官
の
処

分
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
、

同
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
買
受
け
の
申
出

を
し
た
差
押
債
権
者
の
た
め
の

保
全
処
分
の
申
立
て
、
同
法
第

七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
売
却
の
不
許
可
の
申
出
若
し

く
は
売
却
許
可
決
定
の
取
消
し

の
申
立
て
、
同
法
第
七
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
最
高
価

買
受
申
出
人
若
し
く
は
買
受
人

、
同
法
第
六
十
二
条
第
三
項
若

し
く
は
第
六
十
四
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
裁
判
所
書
記
官
の

処
分
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て

、
同
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
買
受
け
の
申

出
を
し
た
差
押
債
権
者
の
た
め

の
保
全
処
分
の
申
立
て
、
同
法

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
売
却
の
不
許
可
の
申
出
若

し
く
は
売
却
許
可
決
定
の
取
消

し
の
申
立
て
、
同
法
第
七
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
最
高

甲
○
、
、
口
ｑ
い
、
ｂ
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の
た
め
の
保
全
処
分
の
申
立
て

、
同
法
第
七
十
八
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
裁
判
所
書
記
官
の

処
分
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て

、
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
不
動
産
の
引
渡
命

令
の
申
立
て
、
同
法
第
百
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶

ｊ

国
籍
証
書
等
の
読
渡
命
令
の
申

立
て
、
同
法
第
百
二
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
物
の

引
渡
命
令
の
申
立
て
、
少
額
訴

訟
債
権
執
行
の
手
続
に
お
け
る

I

価
買
受
申
出
人
若
し
く
は
買
受

人
の
た
め
の
保
全
処
分
の
申
立

て
、
同
法
第
七
十
八
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
書
記
官

の
処
分
に
対
す
る
異
議
の
申
立

て
、
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
不
動
産
の
引
渡

命
令
の
申
立
て
、
同
法
第
百
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船

舶
国
籍
証
書
等
の
引
渡
命
令
の

申
立
て
、
同
法
第
百
二
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
物

の
引
渡
命
令
の
申
立
て
、
少
額

Ａ
Ｅ
Ｔ
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裁
判
所
書
記
官
の
執
行
処
分
に

対
す
る
執
行
異
議
の
申
立
て
、

同
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
担
保
不
動
産
競
売

の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
若

し
く
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
そ
の
取
消
し
の
申
立
て
、

同
法
第
百
九
十
条
第
二
項
の
動

産
競
売
の
開
始
の
許
可
の
申
立

て
又
は
民
事
執
行
規
則
（
昭
和

五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第

五
号
）
第
八
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
船
舶
国
籍
証
書
等
の
再
取

訴
訟
債
権
執
行
の
手
続
に
お
け

る
裁
判
所
書
記
官
の
執
行
処
分

に
対
す
る
執
行
異
議
の
申
立
て

、
同
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
担
保
不
動
産
競

売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分

若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
そ
の
取
消
し
の
申
立
て

、
同
法
第
百
九
十
条
第
二
項
の

動
産
競
売
の
開
始
の
許
可
の
申

立
て
又
は
民
事
執
行
規
則
（
昭

和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則

第
五
号
）
第
八
十
一
条
の
規
定
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第
六
条
関
係
Ｉ
民
事
保
全
規
則
（
平
成
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

（
債
権
及
び
そ
の
他
の
財
産
権
に
対
す
る
仮
差
押
え
の
執

行
）

第
四
十
一
条
（
略
）

２
民
事
執
行
規
則
第
百
三
十
三
条
の
二
、
同
規
則
第
百
三
２
民
事
執
行
規
則
第
百
三
十
五
条
、
同
規
則
第
百
三
十
六

十
五
条
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
規
則
第
百
三
十
八
条
の

び
に
同
規
則
第
百
三
十
八
条
の
規
定
は
債
権
に
対
す
る
仮
規
定
は
債
権
に
対
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
、
同

差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
の
規
規
則
第
百
四
十
七
条
の
規
定
は
電
話
加
入
権
に
対
す
る
仮

定
は
電
話
加
入
権
に
対
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
そ
の

、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
そ
の
他
の
財
産
権
で
権
利
の
移
他
の
財
産
権
で
権
利
の
移
転
に
つ
い
て
登
記
又
は
登
録
を

新

（
債
権
及
び
そ
の
他
の
財
産
権
に
対
す
る
仮
差
押
え
の
執

行
）

第
四
十
一
条
（
同
上
）

旧
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転
に
つ
い
て
登
記
又
は
登
録
を
要
す
る
も
の
に
対
す
る
仮

差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

第
四
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
法
第
五
十
条
第
五
項

条
第
二
項
中
「
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
，
一

準
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、

同
規
則
第
百
三
十
八
条
第
三
項
中
「
差
押
命
令
、
差
押
処

分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令
」
と

、
「
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送

達
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
差
押
処
分
を
し
た
裁

判
所
書
記
官
）
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令
を
発
し
た

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
』
と
、
同

と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
法
第
五
十
条
第
五
項
に
お
い
て

て
、
同
規
則
第
百
三
十
三
条
の
二
中
「
法
第
百
四
十
五
条

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
百
三
十
八
条
第

裁
判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送
達
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

も
の
と
す
る
。

は
、
当
該
差
押
処
分
を
し
た
裁
判
所
書
記
宮
）
」
と
あ
る

あ
る
の
は
．
「
仮
差
押
命
令
」
と
、
「
差
押
命
令
を
発
し
た

要
す
る
も
の
に
対
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
準
用

三
項
中
「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と

の
は
「
仮
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
」
と
読
み
替
え
る
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裁
判
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
社
債
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
）

第
四
十
二
条
（
略
）

２
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
民
事
執
行
法
第
百

四
十
六
条
、
同
法
第
百
四
十
七
条
及
び
同
法
第
百
四
十
九

条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
執
行
規
則
第
百
三

十
五
条
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

同
規
則
第
百
三
十
八
条
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項

、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
三
（
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

八
項
を
除
く
。
）
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
四
並
び
に
同

規
則
第
百
五
十
条
の
六
（
第
三
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規

定
は
、
振
替
社
債
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
条
第
二

第
四
十
二
条
（
同
上
）

２
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
民
事
執
行
法
第
百

替
社
債
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す

、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
三
（
第
一
項
測
刎
罫
引
訓
劉
を
除

十
五
条
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
執
行
規
則
第
百
三

五
十
条
の
六
（
第
三
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
振

く
。
）
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
四
並
び
に
同
規
則
第
百

同
規
則
第
百
三
十
八
条
、
同
規
躍
第
百
四
十
七
条
第
二
項

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
条
第
二
項
中
「
前

四
十
六
条
、
同
法
第
百
四
十
七
条
及
び
同
法
第
百
四
十
九

（
振
替
社
債
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
）

Ｊ
ｂ
協
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項
中
豆
別
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二

条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ

第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
債
等
又
は
同
項
第
一
号
に
掲
げ

債
権
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
五

立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は

事
執
行
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押
債
権
者
の
申

る
の
は
「
発
行
者
」
と
、
「
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る

る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
」
と
、
民

百
三
十
五
条
中
『
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機

関
等
（
寅
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に

あ
っ
て
は
、
寅
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
）
」
と
、
第
四

十
一
条
第
一
項
中
一
・
法
第
五
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

「
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
、
同
条
及
び
民
事
執
行
規
則
第

あ
る
の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
振
替
債
等
又
は
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
振
替
新

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
一
‐

項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
一
項

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
『
差
押
債
権
者
の
申
立
て
が
あ

株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
」
と
、
民
事
執
行
法

発
行
者
’
一
と
、
『
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
」
と

書
記
官
は
」
と
、
同
条
及
び
民
事
執
行
規
則
第
百
三
十
五

条
中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機
関
等
（
買

取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

、
買
取
口
座
開
設
振
替
機
関
等
）
」
と
、
第
四
十
一
条
第

一
項
中
「
法
第
五
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事

る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
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す
る
民
事
執
行
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
』
と
あ
る
の
は

「
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
規

則
第
百
五
十
条
の
六
第
三
項
』
と
、
同
規
則
第
百
三
十
五

条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事

保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
弁

済
の
意
思
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
又
は
抹
消
の
申
請
（
買

取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

、
振
替
の
申
請
）
等
」
と
へ
「
弁
済
す
る
’
一
と
あ
る
の
は

一
‐
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮

差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
振
替
）
を
行
う
」
と
、
「

弁
済
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
黄

取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

執
行
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

十
条
の
六
第
三
項
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
五
条
中
「
法

第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
法
第

第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則

済
の
意
思
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
又
は
抹
消
の
申
請
（
賀

百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
、
同
条
第

、
振
替
の
申
請
）
等
』
と
、
『
弁
済
す
る
」
と
あ
る
の
は

取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
振
替
）
を
行
う
」
と
、
『

弁
済
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
買

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
規
則
第
百
五

取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

「
振
替
若
し
く
は
抹
消
（
買
取
請
求
株
式
等
に
関
す
る
仮

Ｄ
ｃ
Ｑ
■

一
項
第
二
号
中
「
弁
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、
振
替
）
を
行
わ
な
い
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押

え
」
と
あ
る
の
は
『
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、

『
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
』
と
あ
る
の

は
「
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令

」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「

第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機
関
等
（
貴
取
請
求

株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取

口
座
開
設
振
替
機
関
等
及
び
発
行
者
）
」
と
、
同
規
則
第

百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
の
六
第
三
項
』
と
、
同
条
第
三

項
中
「
差
押
命
令
へ
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ

る
の
は
「
仮
差
押
命
令
」
と
、
「
差
押
命
令
を
発
し
た
裁

、
振
替
）
を
行
わ
な
い
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押

」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「

株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取

第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
機
関
等
（
買
取
請
求

は
「
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令

え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
』
と
、

項
中
「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ

あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い

百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
』
と

口
座
開
設
振
替
機
関
等
及
び
発
行
者
）
』
と
、
同
規
則
第

る
の
は
「
仮
差
押
命
令
」
と
、
「
差
押
命
令
を
発
し
た
裁

て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
の
六
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三

一
，
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
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（
電
子
記
録
債
権
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
）

第
四
十
二
条
の
二
（
略
）

２
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
民
事
執
行
法
第
百

判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送
達
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
差
押
処
分
を
し
た
裁
判
所
書
記
官
）
」
と
あ
る
の

は
『
仮
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
」
と
、
同
規
則
第
百

四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全

十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四

四
十
五
条
第
四
項
、
同
法
第
百
四
十
六
条
、
同
法
第
百
四

十
七
条
、
同
法
第
百
四
十
九
条
、
同
法
第
百
五
十
条
、
同

法
第
百
五
十
三
条
並
び
に
同
法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
及

第
四
十
二
条
の
二
（
同
上
）

Ｉ

２
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
民
事
執
行
法
第
百

’ 判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送
達
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行

、
当
該
差
押
処
分
を
し
た
裁
判
所
書
記
官
）
」
と
あ
る
の

第
百
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
十
一
条
第
一

、
同
法
第
百
五
十
条
、
同
法
第
百
五
十
三
条
並
び
に
同
法

0

は
「
仮
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
」
と
、
同
規
則
第
百

四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
』
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全

四
十
六
条
、
同
法
第
百
四
十
七
条
、
同
法
第
百
四
十
九
条

（
電
子
記
録
債
権
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
）

ｒ
と
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ぴ
第
六
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
執
行
規
則

第
百
三
十
三
条
の
二
、
同
規
則
第
百
三
十
五
条
、
同
規
則

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
同
規
則
第
百
三
十

八
条
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項
、
同
規
則
第
百
五

十
条
の
十
（
第
一
項
及
び
第
十
一
項
を
除
く
。
）
、
同
規

則
第
百
五
十
条
の
十
二
（
第
三
項
後
段
を
除
く
。
）
、
同

規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
並
び
に
同
規
則
第
百
五

十
条
の
十
六
の
規
定
は
、
電
子
記
録
債
権
に
関
す
る
仮
差

押
え
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
法
第
五
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事

保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
」
と
、
民
事
執
行
法

第
百
四
十
五
条
第
四
項
中
『
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の

書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
、
同

十
五
第
二
項
並
び
に
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十
六
の
規
定

条
並
び
に
民
事
執
行
規
則
第
百
三
十
五
条
並
び
に
同
規
則

条
の
二
第
一
項
」
と
、
民
事
執
行
法
第
百
四
十
七
条
第
一

項
中
豆
別
項
』
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二

は
、
電
子
記
録
債
権
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
つ
い

１

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
条
第
二

、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項
、
同
規
則
第
百
五
十
条

項
並
び
に
民
事
執
行
規
則
第
百
三
十
五
条
、
同
規
則
第
百

項
中
「
差
押
債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所

三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
同
規
則
第
百
三
十
八
条

の
十
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十

二
（
第
三
項
後
段
を
除
く
．
）
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
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は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押

債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
宮
は
」

と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
、
同
条
並
び
に
民

事
執
行
規
則
第
百
三
十
五
条
並
び
に
同
規
則
第
百
三
十
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
『
第
三
債
務
者
』
と
あ
る
の
は

「
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
‐
一
と
、
同
法
第

百
六
十
四
条
第
五
項
中
「
第
百
五
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
五
十
条
」
と
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第

五
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
法
第
百
五

十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
の
二
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又

次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（

執
行
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「

「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全ｌ

規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執
行
規
則
第
百

行
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二

項
中
「
法
第
五
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執

お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
」
と
、
第
四
十
一
条
第
一

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
債
務
者
」

五
十
条
の
十
二
第
三
項
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
五
条
中

あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に

と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債
権
記
録
機
関
」

と
、
同
法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
中
「
第
百
五
十
条
」
と

ｆ
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第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
中
『
次
に
掲

げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
電
子
債

権
記
録
機
関
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
『
そ
の
種
類
及
び
額
（
金

三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
五
条

０

中
『
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保

第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第

五
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
五
十
三
条

百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第Ｉ

全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十

四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

二
第
三
項
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
三
条
の
二
中
一
‐
法
第

」
と
、
「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と

特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

分
命
令
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
『
法
第

あ
る
の
は
「
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処

仮
差
押
え
‘
一
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分

額
（
金
銭
債
権
以
外
の
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）

百
五
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第

」
と
あ
る
の
は
『
そ
の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
番
号

項
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
『
そ
の
種
類
及
び

電
子
債
権
記
録
機
関
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事

四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
条

る
記
録
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
債
権
を

（
電
子
記
録
債
権
法
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
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銭
債
権
以
外
の
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ

る
の
は
『
そ
の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
番
号
（
電
子

記
録
債
権
法
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録

番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
債
権
を
特
定
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押

え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、

「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の

は
「
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令

」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
百
五
十

六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
の
十
二

第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
『
差
押
命
令
、
差
押
処
分

又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令
」
と
、

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

お
い
て
準
用
す
る

あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
」
と

第
一
項
，
一
と
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
中
「

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二

し
た
裁
判
所
」
と
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
『

た
裁
判
所
書
記
官
）
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令
を
発

，
一
と
、
「
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
（
差
押
処
分
が
先

押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令

に
送
達
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
差
押
処
分
を
し

の
十
二
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
差
押
命
令
、
差

民
事
執
行
法
第
百
五
調
叫
割
銅
矧
珂
引
凰

民
事
執
行
法
第
百
四
十
七
条

L､一
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「
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送
達

さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
差
押
処
分
を
し
た
裁
判

所
書
記
官
）
』
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令
を
発
し
た
裁

判
所
」
と
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
豆
別
項
」

と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同

規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
中
「
前
項
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い

ダ
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第
七
条
関
係
ｌ
犯
罪
収
益
に
係
る
保
全
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）

（
電
子
記
録
債
権
の
没
収
保
全
）

（
電
子
記
録
債
権
の
没
収
保
全
）

第
十
一
条
の
二
（
略
）

第
十
一
条
の
二
（
略
）

２
～
皿
（
略
）
２
～
皿
（
略
）

皿
第
二
項
の
没
収
保
全
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
皿
第
二
項
の
没
収
保
全
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
電
子
記
録
債
権
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
お
い
て
、
電
子
記
録
債
権
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
没
収
保
全
に
係
る
電
子
記
録
債
権
が
記
録
さ
れ
て
に
よ
り
没
収
保
全
に
係
る
電
子
記
録
債
権
が
記
録
さ
れ
て

い
る
債
権
記
録
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
債
権
い
る
債
権
記
録
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
債
権

記
録
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
効
力
を
記
録
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
効
力
を

失
っ
た
と
き
は
、
既
に
さ
れ
た
没
収
保
全
に
関
す
る
処
分
失
っ
た
と
き
は
、
既
に
さ
れ
た
没
収
保
全
に
関
す
る
処
分

新

旧
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過
（
略
）

（
強
制
執
行
に
よ
る
差
押
え
等
が
さ
れ
て
い
る
財
産
に
つ

き
没
収
保
全
が
さ
れ
た
場
合
の
通
知
）

第
十
六
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
強
制
執
行

の
申
立
て
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
、
強
制
執
行
の
手
続

を
取
り
消
す
決
定
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
、
又
は
強
制
執

行
の
手
続
に
よ
り
財
産
が
売
却
さ
れ
た
と
き
は
、
執
行
裁

そ
の
他
の
行
為
は
、
当
該
電
子
記
録
債
権
の
内
容
を
そ
の

権
利
の
内
容
と
す
る
債
権
に
対
す
る
債
権
の
没
収
保
全
に

関
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
効
力
を
有
す
る
。

第
十
六
条
（
同
上
）

６

２
（
同
上
）

３
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
強
制
執
行

13

行
の
手
続
に
よ
り
財
産
が
売
却
さ
れ
た
と
き
は
、
執
行
裁

を
取
り
消
す
決
定
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
、
又
は
強
制
執

き
没
収
保
全
が
さ
れ
た
場
合
の
通
知
）

権
利
の
内
容
と
す
る
指
名
債
権
に
対
す
る
債
権
の
没
収
保

全
に
関
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
効
力
を
有
す
る

◎

そ
の
他
の
行
為
は
、
当
該
電
子
記
録
債
権
の
内
容
を
そ
の

の
申
立
て
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
、
強
制
執
行
の
手
続

（
略
）

牛

（
強
制
執
行
に
よ
る
差
押
え
等
が
さ
れ
て
い
る
財
産
に
っ

（
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判
所
の
裁
判
所
書
記
官
（
動
産
に
あ
っ
て
は
執
行
官
、
差

押
処
分
が
さ
れ
て
い
る
金
銭
債
権
に
あ
っ
て
・
は
当
該
差
押

処
分
を
し
た
裁
判
所
書
記
官
）
は
、
検
察
官
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
執
行
法
第
百
四
十
三

条
に
規
定
す
る
債
権
（
同
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
債
権
執
行
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に

規
定
す
る
そ
の
他
の
財
産
権
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
同

’
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
配

当
若
し
く
は
弁
済
金
の
交
付
若
し
く
は
同
法
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
が
実
施

法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
同
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四

規
定
す
る
そ
の
他
の
財
産
権
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
同

定
に
よ
り
債
権
執
行
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に

条
に
規
定
す
る
債
権
（
同
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規

判
所
の
裁
判
所
書
記
官
（
動
産
に
あ
っ
て
は
執
行
官
、
差

出
が
あ
っ
た
と
き
、
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

処
分
を
し
た
裁
判
所
書
記
官
）
は
、
検
察
官
に
そ
の
旨
を

押
処
分
が
さ
れ
て
い
る
金
銭
債
権
に
あ
っ
て
は
当
該
差
押

く
は
弁
済
金
の
交
付
若
し
く
は
同
法
第
百
六
十
七
条
の
十

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
民
事
執
行
法
第
百
四
十
三

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
配
当
若
し

一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
が
実
施
さ
れ
た
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さ
れ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
転
付

命
令
若
し
く
は
同
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
譲
渡
命
令

口
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

Ｉした
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

’

し
く
は
同
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
譲
渡
命
令
が
確
定

と
き
、
又
は
同
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
転
付
命
令
若

掌

、

』

丁

172‐133－



瀞誓韓議料竿ダ

(令和元年. 10. S民三印）

配布資料 目 録

1 船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則の 部を改正する規則（改一

める文）

同理由

同新旧対照条文

２
３

『



、
〆

~

配布資料2

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
の
手
続
等

理
由

二

〃
令
少
少
ご
Ｕ
や
萢
可

【

霧



配布資料3

船
舶
漉
濁
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
等
手
続
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

宋
一

ｌ

律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
（

法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項

（
法
第
三
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

Ｉ

船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
等
手
続
規
則

（
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
賠
償
請
求
事
件
等
の
裁
判
籍
）

１

１

４

条

船

舶

油

濁

等

損

害

賠

償

保

障

法

（

昭

和

五

十

年

法

一

第

一

条

船

舶

油

濁

損

害

賠

償

保

障

法

（

昭

和

五

十

年

法

律

口
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

第
九
十
五
号
。
以
下
一
‐
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
及
び

第
二
十
六
条
第
一
項
（
法
第
三
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
と
す

る
。

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
等
手
続
規
則

（
タ
ン
カ
ー
猫
濁
損
害
賠
償
請
求
事
件
等
の
裁
判
籍
）

一
分
Ｊ
Ｌ

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

釜

-1-



第
三
条
法
第
三
十
一
条
（
法
第
四
十
三
条
第
五
項
及
び
第

準
用
規
定
）

第
六
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
規
定
に

よ
る
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
係
る
責
任
制
限
手
続
に
つ
い

て
は
、
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
事
件
手
続
規
則
（
第
十

一
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
を
除
く

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規

則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
九
号
中
「
船
舶
、
救
助

）
の
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
と
す
る
。

（
責
任
制
限
事
件
の
管
轄
裁
判
所
）

五
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
地
方
裁
判
所
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
と
す
る
．

出
頭
銅
毎
貝
菫
三

第
六
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
規
定
に

第
三
条
法
第
三
十
一
条
の
地
方
裁
判
所
は
、
東
京
地
方
裁

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規

則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
九
号
中
『
船
舶
、
救
助

よ
る
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
係
る
責
任
制
限
手
続
に
つ
い

て
は
、
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
事
件
手
続
規
則
（
第
十

判
所
と
す
る
。

一
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
を
除
く

（
準
用
規
定
）

（
責
任
制
限
事
件
の
管
轄
裁
判
所
）

〃
テ
ｂ
ｂ
－

逼

－2－



’
第
七
条

履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
若
し
く
は
違
約
金
の
請
求
権
を
除

項
第
七
号
中
「
制
限
債
権
（
事
故
発
生
後
の
利
息
又
は
不

あ
る
の
は

の

船
舶
又
は
救
助
者
』
と
あ
る
の
は
「
タ
ン
カ
ー
」
と
、
同

く第
二
項
第
五
号
及
び
第
九
号
中
「
船
舶
、
救
助
船
舶
又
は

定
を

よ
る
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
に
係
る
責
任
制
限
手
続
に
つ

救
助

い
て
は
、
船
舶
所
有
者
等

（
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
に
係
る
責
任
制
限
手
続
に
関
す

0

る
準
用
規
定

第
十

幸
〆臼

L－－

準
用
す
る

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
規
定
に

と
あ
る
の
は
、

－

司

条
第

制
限
債
権

｡ …

二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
一
条

L一一

責
任
制
限

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
タ
ン
カ
ー
又
は
一
般
船
舶
」

＄

事

件
手
続
規
則
の
規

ｰ

と

へ

新 あ
る
の
は

船
舶
又
は
救
助
者

履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
若
し
く
は
違
約
金
の
請
求
権
を
除

項
第
七
号
中
「
制
限
債
権
（
事
故
発
生
後
の
利
息
又
は
不

く
0

設
一

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
』
と

弓

制
限
債
権

I

L一一

と
あ
る
の
は
「
タ
ン
カ
ー
」
と
、
同

L＝一

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

お
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’
第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
規
定
に

船
舶
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

舶
又
は
救
助
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
タ
ン
カ
ー
又
は
一
般

第
一
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
九
号
中
「
船
舶
、
救
助
船

）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則

条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
を
除
く
。

よ
る
難
破
物
除
去
損
害
に
係
る
責
任
制
限
手
続
に
つ
い
て

は
、
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
事
件
手
続
規
則
（
第
十
一

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
難
破
物
除
去
損
害
に
係
る
責
任
制
限
手
続
に
関
す
る
準

用
規
定
）

（
新
設
）

〃
。
ｒ
Ｆ
肉
食
Ｊ
、
津

苧

－4－
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令和元年度総務課長等協議会の開催｜

付田総務局長説明（資料第1）

総務局関係事項について

付田総務局長説明（資料第2）

家庭規則制定諮問委員会に対する家事

現貝ﾘの制定の諮問について

手嶋家庭局長説明（資料第3）

家事事件担当裁判官等協議会の開催に

手嶋家庭局長説明（資料第4）

首席家庭裁判所調査官協議会の開催に
手嶋実庵局檮説明（瞥料笛5）

１
２
３
４
５

剤圓| |の一署

f

事務総局会議（第28回）議事録

日時 令和元年10月15日 （火）午前11時00分 ～ 午後零時OO分

場所 総局会議室

出席
圭
這

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事
、

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

結果
◎裁判官会議付議2

◎了承 1 ， 4 3
一

b

，

つ
L》

秘書課長 大須賀 寛



亨誇替饒議料等｛ 事務総局会議配布資料

(令和1. 10. 15総一印）

令和元年度総務課長等協議会の開催について

1 主催

各高等裁判所（2つの高等裁判所を1ブロック （東京高等裁判所及び名古屋高

等裁判所，大阪高等裁判所及び高松高等裁判所，広島高等裁判所及び福岡高等裁

判所，仙台高等裁判所及び札幌高等裁判所） として共同開催。 ）

2 期日

令和元年12月2日 （月）から令和2年2月28日 （金）までの間の1日を選

定する。

3 場所

名古屋高等裁判所，広島高等裁判所，札幌高等裁判所及び高松高等裁判所

4 協議事項

適正な事務処理の確保に向けた総務課長の役割

（1）組織内の規範遵守を図るための総務課長の役割

ア文書事務の観点から

イ事務の適正の確保の観点から

（2） 組織内の情報流通を図るための総務課長の役割

広報（報道）事務の観点から

（3） (1)及び〈2)も踏まえた職員の育成等に向けた総務課長の役割

総務課職員の現状と課題について

5 協議員

（1） 各高等裁判所，各地方裁判所及び各家庭裁判所の総務課長（地家裁のいずれ

か一方の総務課長を総務担当課長とする庁については，各高等裁判所の判断に

より，同課長のみを協議員とすることも可とする。 ）

（2） 次の者のうち，協議事項ごとに高等裁判所が参加を相当と認めるもの

各高等裁判所及び各地方裁判所の総務課文書企画官並びに各高等裁判所の総
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ざ

務課課長補佐及び総務課専門官

(3) 開催高裁所在地の地家裁所長並びに開催高裁の局次長，人署

長について，希望があれば参加していただいて差し支えない。

人事課長及び会計課

う

2



鐸1事務総局会議資料
（ （0月I5日開催）

事務総局会議配布資料

最高裁判所を被告とする訴訟が提起された場合

における対応に関する事項についての議決事項案

最高裁判所を被告とする訴訟が提起された場合における答弁書等の作成

及び提出その他の対応に関する事項については，最高裁判所事務総長に委

任する。

茸



講善韓講料恥
(令和元． 1○． 15家二印）

家庭規則制定諮問委員会に対する家事事件手続規則の 部を改正する規則の制定
一

の諮問について

＜配布資料巨録＞

家庭規則制定諮問委員会諮問事項（案）

ー

I

I

《

司式



(令和元. 10. 15家二印）

家庭規則制定諮問委員会諮悶事項（案）

民法等の一部を改正する法律（令和元年法律第34号）の施行に伴う家事事件手

続規則の一部を改正部を改正する規則の制定について
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講替饒議料淳子
（令和1. 10. 15家二印）

家事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 （1）東京，大阪，名古屋，福岡各高等裁判所

（2） (1)以外の高等裁判所は，次により共催

ア広島，高松各高等裁判所

イ仙台，札幌各高等裁判所

期日 令和2年1月又は2月中の1日

場所 1の(1)については，各高等裁判所

1の(2)のアについては，高松高等裁判所

1の(2)のイについては，札幌高等裁判所

協議事項 （1） 家庭裁判所全体の紛争解決機能の強化という観点から取り組む

べき調停運営に関する課題

（2） 後見関係事件の運用上の諸問題及び成年後見制度利用促進基本

計画を踏まえた地方自治体との連携における課題

協議員 各高等裁判所管内の家庭裁判所において家事事件を担当する裁判官，

家庭裁判所調査官及び裁判所書記官

1
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需善艤議料穿5

(令元. 10． 15家三印）

首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

1 主 催 次のとおり共催

(1)東京,仙台各高等裁判所

(2) 大阪，札幌各高等裁判所

(3) 名古屋，高松各高等裁判所

(4)福岡，広島各高等裁判所

令和2年1月又は2月中の1日

1の〈1)については，東京高等裁判所

1の(2)については，大阪高等裁判所

1の(3)については，名古屋高等裁判所

1のく4)については，福岡高等裁判所

首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭裁判所調査官の調査事務等

期
場

２
３

日
所

協議事項4

に関し考慮すべき事項

各家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官協議員5
合計50人
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